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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　中間取引者の中間取引者ＩＤおよび役務ＩＤに対応づけて、当該中間取引者が当該役務
ＩＤで特定される役務を購入する上流取引者ＩＤを記憶する取引設定情報記憶部と、
　前記役務ＩＤおよび前記上流取引者ＩＤに対応づけて前記上流取引者ＩＤで特定される
上流取引者による前記役務の提供価格である第１の提供価格を記憶するとともに、前記役
務ＩＤおよび前記中間取引者ＩＤに対応づけて当該中間取引者による前記役務の提供価格
である第２の提供価格を記憶する価格記憶部と、
　前記中間取引者が前記役務を提供する下流取引者から、前記役務ＩＤ、当該下流取引者
の下流取引者ＩＤ、および前記役務の工数の入力とともに、前記中間取引者への前記役務
の発注を受け付ける発注管理部と、
　前記発注管理部が受け付けた前記工数および前記第２の提供価格に基づき、前記下流取
引者から前記中間取引者への発注伝票を発行するだけでなく、前記発注管理部が受け付け
た前記工数および前記第１の提供価格に基づき、前記中間取引者から前記上流取引者への
発注伝票も自動的に発行する伝票発行処理部と、
　を含む取引管理システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の取引管理システムにおいて、
　前記伝票発行処理部は、前記中間取引者から前記上流取引者への前記発注伝票を発行す
るために用いた前記工数および前記第１の提供価格に基づき、前記上流取引者から前記中
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間取引者への請求伝票または納品伝票を発行するとともに、前記下流取引者から前記中間
取引者への前記発注伝票を発行するために用いた前記工数および前記第２の提供価格に基
づき、前記中間取引者から前記下流取引者への請求伝票または納品伝票を発行する取引管
理システム。 
【請求項３】
　請求項１または２に記載の取引管理システムにおいて、
　前記取引設定情報記憶部は、前記中間取引者ＩＤ、前記役務ＩＤおよび前記上流取引者
ＩＤに対応づけて、前記中間取引者ＩＤで特定される中間取引者への役務の発注があった
場合に当該中間取引者から前記上流取引者ＩＤで特定される上流取引者へのさらなる発注
の要否および自動発注の可否の設定を記憶し、
　前記発注管理部は、前記下流取引者から前記中間取引者への役務の発注を受け付けた場
合に、前記下流取引者から前記中間取引者への発注処理を可能とする発注可能フラグをオ
ンとするとともに、前記取引設定情報記憶部にアクセスして前記上流取引者へのさらなる
発注の要否および自動発注の可否の設定に基づき、さらなる発注が必要で自動発注が可能
と設定されている場合に、前記中間取引者から前記上流取引者への発注処理を可能とする
発注可能フラグをオンとする処理を行い、
　前記伝票発行処理部は、前記発注管理部により前記下流取引者から前記中間取引者への
発注処理を可能とする発注可能フラグがオンとされた場合に、前記下流取引者から前記中
間取引者への発注伝票を発行するとともに、前記発注管理部により前記中間取引者から前
記上流取引者への発注処理を可能とする発注可能フラグをオンとされた場合に、前記中間
取引者から前記上流取引者への発注伝票を発行する取引管理システム。 
【請求項４】
　請求項１から３いずれかに記載の取引管理システムにおいて、
　前記伝票発行処理部は、前記発注伝票を発行するために用いた情報を蓄積して形成され
た仕入元帳または売上元帳を生成する取引管理システム。
【請求項５】
　コンピュータを、
　中間取引者の中間取引者ＩＤおよび役務ＩＤに対応づけて、当該中間取引者が当該役務
ＩＤで特定される役務を購入する上流取引者ＩＤを記憶する取引設定情報記憶部、
　前記役務ＩＤおよび前記上流取引者ＩＤに対応づけて前記上流取引者ＩＤで特定される
上流取引者による前記役務の提供価格である第１の提供価格を記憶するとともに、前記役
務ＩＤおよび前記中間取引者ＩＤに対応づけて当該中間取引者による前記役務の提供価格
である第２の提供価格を記憶する価格記憶部、
　前記中間取引者が前記役務を提供する下流取引者から、前記役務ＩＤ、当該下流取引者
の下流取引者ＩＤ、および前記役務の工数の入力とともに、前記役務の発注を受け付ける
発注管理部、
　前記発注管理部が受け付けた前記工数および前記第２の提供価格に基づき、前記下流取
引者から前記中間取引者への発注伝票を発行するだけでなく、前記発注管理部が受け付け
た前記工数および前記第１の提供価格に基づき、前記中間取引者から前記上流取引者への
発注伝票も自動的に発行する伝票発行処理部、
　として機能させる取引管理プログラム。
【請求項６】
　中間取引者の中間取引者ＩＤおよび役務ＩＤに対応づけて、当該中間取引者が当該役務
ＩＤで特定される役務を購入する上流取引者ＩＤを記憶する取引設定情報記憶部と、
　前記役務ＩＤおよび前記上流取引者ＩＤに対応づけて前記上流取引者ＩＤで特定される
上流取引者による前記役務の提供価格である第１の提供価格を記憶するとともに、前記役
務ＩＤおよび前記中間取引者ＩＤに対応づけて当該中間取引者による前記役務の提供価格
である第２の提供価格を記憶する価格記憶部と、を備えたコンピュータが行う取引管理方
法であって、
　前記中間取引者が前記役務を提供する下流取引者から、前記役務ＩＤ、当該下流取引者
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の下流取引者ＩＤ、および前記役務の工数の入力とともに、前記役務の発注を受け付ける
発注受付ステップと、
　前記発注管理部が受け付けた前記工数および前記第２の提供価格に基づき、前記下流取
引者から前記中間取引者への発注伝票を発行するだけでなく、前記発注管理部が受け付け
た前記工数および前記第１の提供価格に基づき、前記中間取引者から前記上流取引者への
発注伝票も自動的に発行する伝票発行処理ステップと、
　を含む取引管理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、取引管理システムおよび取引管理プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　商品の流通には、たとえば商品のメーカ等の生産者から末端消費者までの間に、卸業者
や小売業者等が介在し、複数の取引者が段階的に関与することが多い。複数の取引者が段
階的に商品の流通に関与する場合、各取引者間の取引状態を容易に把握可能とすることや
、商品の流通経路を簡易に把握できる仕組みが求められる。
【０００３】
　また、近年、商品を購入したい発注者が、ネットワークを介して自分の端末装置から発
注先のサーバ等にアクセスし、商品の発注を行う処理がさかんに行われている。このよう
な処理は、発注先と発注者との２者間の処理だけでなく、たとえば実際に商品を提供する
業者、それを仲介する業者、および商品を購入する顧客の三者間で行われることもある。
【０００４】
　たとえば、特許文献１（特開２００７－１７２０８１号公報）には、仲介販売支援シス
テムおよび仲介販売支援方法が記載されている。当該仲介販売支援技術では、販売仲介者
用サーバシステムと商品提供者用サーバシステムとがネットワークを介して接続された構
成となっている。顧客が顧客端末装置から販売仲介者用サーバシステムから提供される販
売仲介者ホームページに含まれているリンクを選択すると、商品提供者用サーバシステム
は、商品提供者ホームページを顧客端末装置の表示面に表示させる。また、商品提供者用
サーバシステムは、顧客が商品提供者ホームページにおいて選択した商品の注文書生成デ
ータを要求すると、注文書生成データを顧客端末装置に送信する。販売仲介者用サーバシ
ステムは、顧客が注文書生成データに基づき作成した注文書データを顧客端末装置から受
信する。このように、販売仲介者ホームページに商品提供者ホームページのリンクを含め
ることにより、販売仲介者が販売に用いるホームページについて、その更新手間を削減し
かつ最新情報を顧客に提供することができるとされている。また、販売仲介者用サーバシ
ステムは、商品の発注者である顧客からの注文データに基づき、商品提供者への注文伝票
データを生成する構成となっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００７－１７２０８１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、特許文献１に記載された技術では、販売仲介者用サーバシステムは、顧客から
の注文内容および発送先のデータを商品提供者のサーバシステムに仲介しているだけであ
り、販売仲介者と商品提供者との商品の取引に関する処理が自動的に行われる構成とはな
っていない。そのため、注文処理は行うことができても、実際の取引の伝票管理は別途行
う必要があり、依然として管理に手間がかかるという問題があった。
【０００７】
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　本発明の目的は、上述した課題である、段階的な複数の取引者間での商品の取引の伝票
管理を簡易にすることができる取引管理システムおよび取引管理プログラムを提供するこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明によれば、
　中間取引者の中間取引者ＩＤおよび商品ＩＤに対応づけて、当該中間取引者が当該商品
ＩＤで特定される商品を購入する上流取引者ＩＤを記憶する取引設定情報記憶部と、
　商品ＩＤおよび上流取引者ＩＤに対応づけて上流取引者ＩＤで特定される上流取引者に
よる商品の販売価格である第１の販売価格を記憶するとともに、商品ＩＤおよび中間取引
者ＩＤに対応づけて当該中間取引者による商品の販売価格である第２の販売価格を記憶す
る価格記憶部と、
　中間取引者が商品を販売する下流取引者から、商品ＩＤ、当該下流取引者の下流取引者
ＩＤ、および商品の発注数量の入力とともに、中間取引者への商品の発注を受け付ける発
注管理部と、
　発注管理部が受け付けた発注数量および第２の販売価格に基づき、下流取引者から中間
取引者への発注伝票を発行するとともに、発注管理部が受け付けた発注数量および第１の
販売価格に基づき、中間取引者から上流取引者への発注伝票を発行する伝票発行処理部と
、
を含む取引管理システムが提供される。
【０００９】
　このように、商品ＩＤで特定されるある商品について、ある中間取引者がその商品を購
入する先の上流取引者およびその上流取引者が当該商品を販売する第１の販売価格を取引
設定情報記憶部および価格記憶部に登録しておくことにより、取引管理システムは、下流
取引者から発注があった場合に、中間取引者と上流取引者との間の商品の販売価格も把握
することができる。そのため、下流取引者から中間取引者への発注伝票を発行するだけで
なく、中間取引者から上流取引者への発注伝票も自動的に発行することができる。たとえ
ば、下流取引者と中間取引者、中間取引者と上流取引者という３者以上の間で段階的な取
引が行われる際に、取引される商品の発注数量が変化しない場合に、下流取引者から入力
される商品の発注数量に基づき、上流取引者による第１の販売価格を用いて、上流取引者
への発注伝票を容易に発行することができる。
【００１０】
　ここで、上流取引者は、この取引管理システムのユーザであってもなくてもいずれでも
よい。上流取引者がこのシステムのユーザである場合は、たとえば上流取引者がログイン
した状態で上流取引者のユーザ端末のディスプレイに発注伝票が表示される形態で提供す
ることができる。また、上流取引者への商品の発注処理を電子的に自動で行うことができ
る。また、上流取引者がこのシステムのユーザでない場合も、発注伝票が自動的に発行さ
れるので、それをファクシミリ送付したり、メール添付したりして発注処理を簡易に行う
ことができる。また、取引管理システムが複数のサーバで分散構成されており、上流取引
者とその下流の取引者とが異なるサーバのユーザである場合は、サーバ間のデータ連携に
よって取引者間の発注処理を行うことができる。
【００１１】
　また、本発明の取引管理システムにおいて、伝票発行処理部は、中間取引者から上流取
引者への発注伝票を発行するために用いた発注数量および第１の販売価格に基づき、上流
取引者から中間取引者への請求伝票または納品伝票を発行するとともに、下流取引者から
中間取引者への発注伝票を発行するために用いた発注数量および第２の販売価格に基づき
、中間取引者から下流取引者への請求伝票または納品伝票を発行することができる。
【００１２】
　このような取引において、取引者間でやりとりされる商品の発注数量は互いに同じであ
る。従って、下流側から上流側への発注伝票の発行に用いたデータを上流側から下流側へ
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の請求伝票または納品伝票に用いることにより、請求伝票または納品伝票の発行を容易に
行うことができる。
【００１３】
　また、本発明に係る取引管理システムの取引管理情報記憶部において、商品ＩＤによっ
て、上流取引者と下流取引者が一致する取引データをリンクすることによって、商品物流
の全体の把握が可能になる。
【００１４】
　さらに、ある商品について、上流の各取引業者の在庫状況が見られるようにすることに
より、発注の要否や発注時の納期の予測が可能になる。一方、ある商品について、下流の
各取引業者の在庫状況が見られるようにすることにより、受注予測が可能になる。
【００１５】
　また、商品納品時に下流取引者が商品の異常（数量不足や品質不良など）を発見したと
きに、その異常を登録することによって、中間取引者は、該中間取引者とその上流取引者
との間の検収前に上流取引者に注意し、再送などを促すことができるので、商品の品質を
担保を簡便なＤＢ構造によって実現することができる。
【００１６】
　このように、本発明に係る取引管理システムは、商品受取者と商品発送者を末端として
、その間に所定数の取引仲介業者を挿入した取引パターンを設けることにより、この取引
パターンを単位として発注管理、納品管理、請求管理、商品の品質管理、商品の物流管理
を効率的に行うことができる。すなわち、取引管理情報記憶部のこのパターン化された簡
便なデータ構造によって、これらの管理を可能にしたのが、本発明の大きな特徴の一つと
言える。
【００１７】
　ここで、商品は、有体物のみならず、無体物である「役務」も含んでいる。また、「販
売」は、商品の販売のみならず役務の「提供」も含む趣旨である。したがって、本発明に
係る取引管理システムは、商品取引のみならず、役務の提供に対しても適用可能である。
【００１８】
　また、本発明に係る取引管理システムの納期管理部は、上流取引者から送られてくる取
引ＩＤと発送完了済み通知を受けて、該取引ＩＤの各取引者間における取引の検収基準が
発送時検収か、納品時検収かを判定し、発送時検収の場合は、該取引者間の請求可能フラ
グをオンにする一方、納品時検収の場合は待ちリストに登録し、下流取引者の端末から商
品受領日付送られてきた場合は、その日付を格納し、周期的に当該待ちリストに登録され
ている取引ＩＤについて、商品受領日付が書き込まれているか否かを判定し、商品受領日
付が書き込まれている場合は、当該取引ＩＤの納品時検収の取引者間の取引の請求可能フ
ラグをオンにする。また、伝票発行処理部は、請求形態に基づいて、都度請求の場合は直
ちに、締め請求の場合は締め日に、請求可能フラグがオンになっている取引についてのみ
伝票データを作成する。
【００１９】
　本発明は、発注書と請求書などの所謂表裏の関係にある伝票を適切なタイミングで作成
することができる。売上元帳，仕入元帳についても同様である。
【００２０】
　なお、以上の構成要素の任意の組合せ、本発明の表現を方法、装置、システム、記録媒
体、コンピュータプログラムなどの間で変換したものもまた、本発明の態様として有効で
ある。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、段階的な複数の取引者間での商品の取引の伝票管理を簡易にすること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
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【図１】本発明の実施の形態における取引管理システムおよびユーザ端末の構成を示すブ
ロック図である。
【図２】本発明の実施の形態における取引管理システムの構成を詳細に示す機能ブロック
図である。
【図３】商品情報記憶部のデータ構成の一例を示す図である。
【図４】取引者情報記憶部のデータ構成の一例を示す図である。
【図５】取引設定情報記憶部のデータ構成の一例を示す図である。
【図６】価格記憶部のデータ構成の一例を示す図である。
【図７】取引管理情報記憶部のデータ構成の一例を示す図である。
【図８】発注管理部の処理手順の一例を示すフローチャートである。
【図９】発注管理部の処理手順の一例を示すフローチャートである。
【図１０】図７に示した取引管理情報記憶部のデータ構成の一例を模式的に示す図である
。
【図１１】納品管理部の処理手順の一例を示すフローチャートである。
【図１２】取引管理情報記憶部のデータ構成の一例を模式的に示す図である。
【図１３】納品管理部の処理手順の一例を示すフローチャートである。
【図１４】伝票発行処理部の処理手順の一例を示すフローチャートである。
【図１５】伝票発行処理部により提供される伝票を模式的に示す図である。
【図１６】伝票発行処理部により提供される伝票を模式的に示す図である。
【図１７】物流状況管理部が下流側の取引者から出荷された商品の数量を提示する処理手
順を示すフローチャートである。
【図１８】取引管理情報記憶部のデータ構成の一例を示す図である。
【図１９】取引管理情報記憶部のデータ構成の他の例を示す図である。
【図２０】物流状況管理部が下流側の取引者から出荷された商品の数量を提示する処理手
順を示すフローチャートである。
【図２１】取引管理情報記憶部のデータ構成の他の例を示す図である。
【図２２】在庫情報記憶部のデータ構成の一例を示す図である。
【図２３】ユーザに提示される在庫情報の一例を示す図である。
【図２４】本発明の第２の実施の形態による取引管理情報記憶部のデータ構成の一例を示
す図である。
【図２５】本発明の第２の実施の形態による納品管理部の発送時起動ルーチンの処理手順
を示すフローチャートである。
【図２６】本発明の第２の実施の形態による納品管理部の定周期起動ルーチンの処理手順
を示すフローチャートである。
【図２７】本発明の実施の形態による発注情報の流れと商品の流れの説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を用いて説明する。尚、すべての図面におい
て、同様な構成要素には同様の符号を付し、適宜説明を省略する。
【００２４】
（第１の実施の形態）
　図１は、本発明の第１の実施の形態における取引管理システム１０および取引管理シス
テム１０と通信を行う各取引者の端末であるユーザ端末４０、ユーザ端末４２、ユーザ端
末４４の構成を示すブロック図である。
【００２５】
　取引管理システム１０は、ネットワーク５０を介してユーザ端末４０、ユーザ端末４２
、およびユーザ端末４４等の端末と接続されている。ネットワーク５０は、たとえばイン
ターネット等のパブリックネットワークやイントラネット等のローカルネットワーク等と
することができる。
【００２６】
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　取引管理システム１０は、たとえば取引管理サービス事業者により管理、運営されてい
る。取引管理システム１０は、商品の流通の取引者間の商品の受発注処理の管理を行う。
ユーザ端末４０、ユーザ端末４２、およびユーザ端末４４は、取引管理サービス事業者の
提供するサービスを利用して取引を行う各取引者のたとえばパーソナルコンピュータ等の
端末とすることができる。本実施の形態において、取引者は、取引業者とすることができ
る。
【００２７】
　本実施の形態において、取引管理システム１０は、たとえば商品のメーカ等の生産者、
末端消費者、ならびにこれらの間に介在する卸業者や小売業者等の取引者間での取引に関
する取引管理情報を統合的に保持する構成とすることができる。このような構成とするこ
とにより、商品の売買を直接行う二者間のデータだけでなく、商品が流通される段階的な
取引におけるデータに基づき、伝票発行処理や、帳簿生成処理、在庫管理処理、および商
品の流通のトレーサビリティ管理等を容易に行うようにすることができる。また、このよ
うな構成とすることにより、下流側の取引で用いた取引管理情報の情報を上流側の取引管
理情報に転用したり、上流側の取引で用いた取引管理情報の情報を下流側の取引管理情報
に転用したりすることができる。また、各取引者が統合的なデータにアクセス可能となっ
ているので、後述する伝票や帳簿等を各取引者に提供する際に、互いにデータを送受信等
する必要もない。
【００２８】
　図２は、本実施の形態における取引管理システム１０の構成を詳細に示す機能ブロック
図である。
　取引管理システム１０は、ネットワーク５０を介してデータの送受信を行うための送受
信部２４、送受信部２４から受け取ったデータの処理を行う中央演算処理部２６、および
データを記憶するためのデータ記憶部２８を含む。
【００２９】
　中央演算処理部２６は、構成要素として、送受信処理部１１２、設定情報受付部１１４
、発注管理部１１８、取引管理情報生成部１２０、伝票発行処理部１２２、納品管理部１
２６、および物流状況管理部１２８を含む。データ記憶部２８は、構成要素として、商品
情報記憶部１４０、取引者情報記憶部１４２、取引設定情報記憶部１４４、価格記憶部１
４６、取引管理情報記憶部１４８、伝票情報記憶部１５０および在庫情報記憶部１５２を
含む。
【００３０】
　図２に示した取引管理システム１０の中央演算処理部２６およびデータ記憶部２８の各
構成要素は、ハードウエア単位の構成ではなく、機能単位のブロックを示している。取引
管理システム１０の中央演算処理部２６およびデータ記憶部２８の各構成要素は、任意の
コンピュータのＣＰＵ、メモリ、メモリにロードされた本図の構成要素を実現するプログ
ラム、そのプログラムを格納するハードディスクなどの記憶ユニット、ネットワーク接続
用インタフェースを中心にハードウエアとソフトウエアの任意の組合せによって実現され
る。そして、その実現方法、装置にはいろいろな変形例があることは、当業者には理解さ
れるところである。また、ここでは図示していないが、取引管理システム１０は、データ
の入出力を行うたとえばキーボードやマウス等の入力部およびたとえばディスプレイ等の
表示部を含むことができる。さらに、中央演算処理部２６は、そのような入力部および表
示部との間でデータの入出力を行う入出力処理機能を有する構成とすることができる。ま
た、取引管理システム１０の構成は、物理的に一つの装置で構成されたものに限られず、
分散配置された構成とすることもできる。
【００３１】
　次に、中央演算処理部２６およびデータ記憶部２８の各構成要素を具体的に説明する。
　送受信処理部１１２は、送受信部２４との間でデータの受け渡しを行う。
【００３２】
　商品情報記憶部１４０は、取引管理システム１０のユーザが取引管理システム１０を利
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用して取引の管理を行う商品に関する情報を商品ＩＤに対応づけて記憶する。取引者情報
記憶部１４２は、取引管理システム１０のユーザである取引者に関する情報を取引者ＩＤ
に対応づけて記憶する。
【００３３】
　取引設定情報記憶部１４４は、取引者ＩＤに対応づけて各取引者が販売する商品の商品
ＩＤを記憶する。また、取引設定情報記憶部１４４は、取引者ＩＤおよび商品ＩＤの組合
せに対応づけて、当該取引者が当該商品ＩＤで特定される商品を購入する発注先の上流取
引者の上流取引者ＩＤ、当該取引者に当該商品ＩＤで特定される商品を発注する発注者で
ある下流取引者の下流取引者ＩＤ、当該下流取引者への販売可能数量、発注管理モード、
商品流通モード等を取引設定情報として記憶することができる。
【００３４】
　価格記憶部１４６は、各商品に対して各取引者が発注者である下流取引者に販売する販
売価格を商品ＩＤ、取引者ＩＤ、および発注者である下流取引者の下流取引者ＩＤに対応
付けて記憶する。
【００３５】
　設定情報受付部１１４は、ユーザがユーザ端末４０～ユーザ端末４２等のユーザ端末か
らネットワーク５０を介して入力する各種設定情報を受け付け、それぞれ商品情報記憶部
１４０、取引者情報記憶部１４２、取引設定情報記憶部１４４、および価格記憶部１４６
に記憶する。本実施の形態において、取引設定情報記憶部１４４および価格記憶部１４６
に記憶するデータは、各取引者であるユーザが直接ユーザ端末４０～ユーザ端末４２等の
ユーザ端末から入力したり、各取引者が設定した情報をオペレータ等がユーザ端末４０～
ユーザ端末４２等のユーザ端末や取引管理システム１０の入力部から入力したりすること
ができる。
【００３６】
　図３は、商品情報記憶部１４０のデータ構成の一例を示す図である。商品情報記憶部１
４０は、商品ＩＤに対応づけて、各商品の商品区分、商品名、生産者情報、商品紹介アド
レス等の情報を記憶する。
【００３７】
　図４は、取引者情報記憶部１４２のデータ構成の一例を示す図である。取引者情報記憶
部１４２は、取引者ＩＤに対応づけて、各取引者の取引者名、住所、電話番号、電子メー
ルアドレス、パスワード、取引者紹介アドレス等の情報を記憶する。ここで、取引者ＩＤ
は、各取引者が取引管理システム１０にログイン等する際にユーザを識別するユーザＩＤ
とすることができる。
【００３８】
　図５は、取引設定情報記憶部１４４のデータ構成の一例を示す図である。
　取引設定情報記憶部１４４は、対象の取引者（中間取引者に該当）の取引者ＩＤに対応
づけて、当該取引者が販売する商品の商品ＩＤ、当該取引者が当該商品ＩＤで特定される
商品を購入する発注先の上流取引者の上流取引者ＩＤ、当該取引者に当該商品ＩＤで特定
される商品を発注する発注者である下流取引者の下流取引者ＩＤ、当該下流取引者への販
売可能数量、その商品を上流取引者に発注するか否かの発注管理モード、上流側に自動的
に発注してよいか否かの自動発注許可フラグ、その商品を上流取引者に発注したときの商
品流通モード等の情報を記憶する。
【００３９】
　ここで、発注管理モードとは、当該取引者が下流側の取引者から商品の発注を受けた際
にさらに上流側の取引者への発注が必要か否かを示す。たとえば、中間取引者が在庫を保
持しており、下流取引者から商品の発注があった場合に自己の保持する在庫を下流取引者
に提供する場合は、その時点での上流取引者への発注は不要のため、「発注不要」とされ
る。たとえば、図５に示した例では、取引者ＩＤ「ａ」および取引者ＩＤ「ｃ」の取引者
については、自己で商品ＩＤ「ｐ０００１」の商品の在庫を保持しているため、発注管理
モードが「発注不要」となっている。一方、取引者ＩＤ「ｂ」の取引者については、発注
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管理モードが「発注要」となっている。これは、取引者ＩＤ「ｂ」の取引者に対して下流
取引者ＩＤで特定される下流取引者から発注があった場合は、その上流側の上流取引者Ｉ
Ｄで特定される上流取引者への発注が必要ということである。
【００４０】
　また、発注管理モードを「発注要」と設定する場合には、上流取引者への発注を自動で
行ってよいか、または当該取引者への確認が必要かということを区別可能に設定すること
ができる。上流取引者への発注を自動で行ってよい場合は自動発注許可フラグ欄の自動発
注許可フラグがオンとされる。ここでは、自動発注フラグをオンとした場合、「レ」と示
している。図５に示した例では、取引者ＩＤ「ｂ」の取引者については、発注管理モード
が「発注要」となっており、自動発注許可フラグ欄に「レ」と設定されている。これは、
取引者ＩＤ「ａ」の取引者がその上流取引者ＩＤ「ｂ」の取引者に商品ＩＤ「ｐ０００１
」の商品を発注した場合、取引者ＩＤ「ｂ」の取引者の発注先である上流取引者ＩＤ「ｃ
」の取引者への発注を自動的に行ってよいということである。
【００４１】
　なお、本明細書中で「上流」および「下流」とは、商品の流れに対応し、商品は上流取
引者から下流取引者の方向に流通される。
【００４２】
　また、商品流通モードとは、当該取引者から上流側の取引者に商品の発注を行った際の
当該取引者への商品の流通形態を示す。たとえば、当該取引者が上流側の取引者から商品
を受け取る場合は「商品受取」、当該取引者が下流側の取引者からの発注を上流側の取引
者に仲介するのみで、当該取引者自体は商品を受け取らない場合は「直送」と設定するこ
とができる。たとえば、図５に示した例では、取引者ＩＤ「ａ」および取引者ＩＤ「ｃ」
の取引者については、商品流通モードが「商品受取」となっている。これは、取引者ＩＤ
「ａ」の取引者および取引者ＩＤ「ｃ」の取引者は、それらの上流側の取引者から実際に
商品を受け取る必要があるということである。一方、取引者ＩＤ「ｂ」の取引者について
は、商品流通モードが「直送」となっている。これは、取引者ＩＤ「ｂ」の取引者は、取
引の仲介をするだけで、その上流側の取引者から実際に商品を受け取る必要はないという
ことである。つまり、上流取引者ＩＤ「ｃ」の取引者への発注が行われた後、上流取引者
ＩＤ「ｃ」から発送される商品は、取引者ＩＤ「ｂ」の取引者へは発送されず、取引者Ｉ
Ｄ「ａ」の取引者へ直送されるということである。
【００４３】
　図６は、価格記憶部１４６のデータ構成の一例を示す図である。
　価格記憶部１４６は、商品ＩＤに対応づけて、取引者ＩＤ、下流取引者ＩＤ、販売価格
（単価（円））、請求形態、請求タイミング等の情報を記憶する。請求形態および請求タ
イミングは、発注者である上流側の取引者と発注先である取引者との間で決定しておき、
たとえば発注先である取引者がユーザ端末４０～ユーザ端末４２から設定情報受付部１１
４を介して価格記憶部１４６に登録しておくことができる。
【００４４】
　ここで、請求形態欄には、発注ごとに請求書を発行する都度請求か、たとえば月末や期
末等に請求書をまとめて発行する締め請求かを設定しておくことができる。たとえば請求
形態が都度請求の場合は、請求タイミング欄には、下流取引者から商品の発注があった際
に請求書を発行する取り決めである「発注時」、発注先である上流側の取引者から商品の
発送があった際に請求書を発行する取り決めである「商品発送時」、発注者である取引者
に商品が納入された際に請求書を発行する取り決めである「商品納入時」等を設定するこ
とができる。また、たとえば請求形態が締め請求の場合は、請求タイミング欄には、期末
にまとめて請求書を発行する取り決めである「期末」、月末にまとめて請求書を発行する
取り決めである「月末」等を設定することができる。販売価格は、基本的に下流側ほど高
く設定される。これにより、取引者が卸業者等の場合に、販売利益を得ることができる。
【００４５】
（発注処理）
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　次に、本実施の形態の取引管理システム１０における発注処理手順を説明する。
　図２に戻り、発注管理部１１８は、取引者であるユーザから商品の発注指示を受け付け
ると、その発注指示に基づく発注処理を管理する。以下、最初に商品の発注指示を行う取
引者を下流取引者、その下流取引者の発注先の取引者を中間取引者、さらにその中間取引
者の発注先の取引者を上流取引者として説明する。発注管理部１１８は、ある下流取引者
から商品の発注指示があった場合に、発注先である中間取引者がさらに上流側の上流取引
者に商品を発注するか否かを判定する。発注管理部１１８は、上流側の上流取引者に商品
を発注すると判定した場合、その上流側の上流取引者への発注処理も行う。
【００４６】
　下流取引者は、商品を発注する際、ユーザ端末４０～ユーザ端末４２等のユーザ端末か
らネットワーク５０を介してたとえば自己のユーザＩＤである下流取引者ＩＤおよびパス
ワードを入力して、取引管理システム１０にログインする。発注管理部１１８は、ログイ
ンした下流取引者が発注指示を行うと、下流取引者が入力する発注情報を受け付ける。本
実施の形態において、発注管理部１１８は、発注者である下流取引者の下流取引者ＩＤ、
発注する商品の商品ＩＤ、および発注する商品の発注数量の入力を受け付ける。発注管理
部１１８は、下流取引者の下流取引者ＩＤおよび商品ＩＤをキーとして、取引設定情報記
憶部１４４および価格記憶部１４６から、その商品を当該下流取引者に販売する発注先の
中間取引者の中間取引者ＩＤおよび販売価格も発注情報として取得する。
【００４７】
　なお、発注管理部１１８は、下流取引者がログインした状態で商品の発注指示を行った
場合、たとえばそのユーザ端末に発注のための情報を入力する入力画面（不図示）を提供
してもよい。また、発注管理部１１８は、下流取引者から、商品名または商品ＩＤの入力
を受け付けることにより、その商品名または商品ＩＤをキーとして、商品情報記憶部１４
０、取引設定情報記憶部１４４および価格記憶部１４６等から該当する商品の情報を読み
出してユーザの入力画面に提示してもよい。また、発注管理部１１８は、下流取引者の下
流取引者ＩＤをキーとして、取引設定情報記憶部１４４および価格記憶部１４６にアクセ
スして、たとえばその下流取引者が下流取引者として設定されている複数の商品の各商品
ＩＤを取得し、入力画面にリストとして表示して、下流取引者に商品を選択させるように
してもよい。この場合、商品ＩＤをキーとして商品情報記憶部１４０から商品の情報を読
み出して商品情報も入力画面に表示するようにしてもよい。このとき発注管理部１１８は
、下流取引者ＩＤおよび商品ＩＤをキーとして、取引設定情報記憶部１４４から上流取引
者が当該下流取引者に割り当てているその商品の販売可能数量等を読み出し、それを入力
画面に表示するようにしてもよい。
【００４８】
　発注管理部１１８は、下流取引者から発注指示を受け付けると、取引ＩＤを発行する。
発注管理部１１８は、取引ＩＤを発行すると、取引管理情報生成部１２０にその旨を通知
する。取引管理情報生成部１２０は、発注管理部１１８が発行した取引ＩＤに対応付けて
、発注管理部１１８がユーザから受け付けた発注情報ならびに取引設定情報記憶部１４４
および価格記憶部１４６から取得した発注情報を含む取引管理情報を生成する。取引管理
情報生成部１２０は、生成した取引管理情報を取引管理情報記憶部１４８に記憶する。
【００４９】
　なお、本明細書において、「取引者から受け付ける」とは、取引管理システム１０の各
機能が、取引者が用いるユーザ端末４０～ユーザ端末４２等のユーザ端末から各ユーザの
取引者ＩＤにより取引者が特定された状態で指示や情報を受け付けることをいう。
【００５０】
　図７は、取引管理情報記憶部１４８のデータ構成の一例を示す図である。
　取引管理情報記憶部１４８は、取引ＩＤ欄、枝番欄、発注取引者ＩＤ欄、商品ＩＤ欄、
発注数量欄、単価欄、発注先取引者ＩＤ欄、発送先取引者ＩＤ欄等を含む。さらに、取引
管理情報記憶部１４８は、発注可能フラグ欄、請求形態欄、請求タイミング欄、請求可能
フラグ欄、発送済フラグ欄、納入済フラグ欄等を含む。これらのフラグ欄は、後述する伝
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票発行処理部１２２が伝票を発行するタイミングを制御するため等に用いられる。取引管
理情報生成部１２０は、発注者である下流取引者の下流取引者ＩＤを「発注取引者ＩＤ」
として、発注先の中間取引者の中間取引者ＩＤを「発注先取引者ＩＤ」として記憶する。
【００５１】
　また、本実施の形態において、発注管理部１１８は、取引設定情報記憶部１４４の商品
流通モード欄にアクセスして、その下流取引者が対象取引者である取引設定情報について
「商品受取」と設定されている場合、その下流取引者の下流取引者ＩＤを発送先取引者Ｉ
Ｄとして取得する。一方、発注管理部１１８は、取引設定情報記憶部１４４の商品流通モ
ード欄にアクセスして、その下流取引者が対象取引者である取引設定情報についてたとえ
ば「直送」等、「商品受取」と設定されていない場合、その下流取引者の下流側の取引者
が対象取引者である取引設定情報の商品流通モード欄を参照し、「商品受取」となってい
るか否かを判定する。ここで、商品流通モード欄を参照し、「商品受取」となっていれば
、そのときの対象取引者の取引者ＩＤを発送先取引者ＩＤとして取得する。一方、ここで
、「直送」等、「商品受取」と設定されていない場合、さらにその下流側の取引者の下流
側の取引者が対象取引者である取引設定情報の商品流通モード欄を参照し、「商品受取」
となっているか否かを判定する。発注管理部１１８は、この処理を繰り返し、対象取引者
の商品流通モード欄の設定が「商品受取」となっている取引者の取引者ＩＤを発送先取引
者ＩＤとして取得する処理を行う。
【００５２】
　たとえば、図５に示した例では、対象取引者が取引者ＩＤ「ａ」の取引者の取引設定情
報の商品流通モード欄の設定は「商品受取」となっている。そのため、発注管理部１１８
は、取引者ＩＤ「ａ」の取引者と取引者ＩＤ「ｂ」の取引者との間の取引について、取引
者ＩＤ「ａ」を発送先取引者ＩＤとして取得する。一方、対象取引者が取引者ＩＤ「ｂ」
の取引者の取引設定情報の商品流通モード欄の設定は「直送」となっている。この場合、
発注管理部１１８は、この取引者ＩＤ「ｂ」の取引者のさらに下流側の取引者ＩＤ「ａ」
の取引者の取引設定情報の商品流通モード欄を参照し、「商品受取」となっているか否か
を判定する。ここで、取引者ＩＤ「ａ」の取引者の取引設定情報の商品流通モード欄の設
定は「商品受取」となっている。そのため、発注管理部１１８は、取引者ＩＤ「ｂ」の取
引者と取引者ＩＤ「ｃ」の取引者との間の取引についても、取引者ＩＤ「ａ」を発送先取
引者ＩＤとして取得する。
【００５３】
　図８は、発注管理部１１８が下流取引者から商品の発注指示を受け付けた際の処理手順
の一例を示すフローチャートである。
【００５４】
　発注管理部１１８は、発注指示を受け付けると（ステップＳ１００のＹＥＳ）、取引Ｉ
Ｄを発行する（ステップＳ１０２）。ここで、取引ＩＤは、他の取引の取引ＩＤと重複し
ない各取引を識別可能なものとすることができる。発注管理部１１８は、発行した取引Ｉ
Ｄおよび取得した発注情報を取引管理情報生成部１２０に通知して取引管理情報生成部１
２０に取引管理情報生成指示を行う（ステップＳ１０４）。この指示に基づき、取引管理
情報生成部１２０は、取引管理情報を生成して取引管理情報記憶部１４８に記憶する。取
引管理情報は、取引ＩＤ、発注取引者ＩＤ、商品ＩＤ、発注数量、販売価格（単価）、発
注先取引者ＩＤ等を含む。また、本実施の形態において、図７を参照して説明したように
、取引管理情報には、発注可能フラグ欄、請求形態欄、請求タイミング欄、請求可能フラ
グ欄、発送済フラグ欄、納入済フラグ欄も設けられた構成とすることができる。
【００５５】
　このとき、下流取引者自身が発注指示を行っているので、発注管理部１１８は、取引管
理情報の発注可能フラグ欄の発注可能フラグをオンとする（ステップＳ１０６）。
【００５６】
　続いて、発注管理部１１８は、下流取引者ＩＤおよび商品ＩＤをキーとして取引設定情
報記憶部１４４にアクセスして、これらのキーで特定される中間取引者である取引者の取
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引者ＩＤの発注管理モード欄の設定を確認し、上流側への発注処理を行うか否かを判定す
る（ステップＳ１０８）。発注管理部１１８は、発注管理モード欄に「発注要」と設定さ
れている場合、上流側への発注処理が必要と判定する（ステップＳ１０８のＹＥＳ）。
【００５７】
　発注管理部１１８は、上流側への発注処理が必要と判定した場合（ステップＳ１０８の
ＹＥＳ）、新たな取引ＩＤを発行する（ステップＳ１１０）。ここで、このように下流側
での発注処理を契機として上流側への発注処理が必要と判定された場合、発注管理部１１
８は、上流側の発注処理に対して、下流側の発注処理に対して発行した取引ＩＤに含まれ
る識別情報と同じ識別情報を含む取引ＩＤ、たとえば同じ識別情報にさらに枝番が付され
たものを発行することができる。本実施の形態において、発注管理部１１８は、ステップ
Ｓ１０２で発行した取引ＩＤにも枝番を追加するとともに、新たな取引の取引ＩＤにもス
テップＳ１０２で発行した取引ＩＤに別の枝番を付したものを発行する。発注管理部１１
８は、発行した取引ＩＤおよび取得した発注情報を取引管理情報生成部１２０に通知して
取引管理情報生成部１２０に新たな取引管理情報生成指示を行う（ステップＳ１１２）。
このとき、取引管理情報生成部１２０は、商品ＩＤおよび発注数量を下流側の取引管理情
報から引き継いで用いることができる。
【００５８】
　この後、発注管理部１１８は、上流側への自動発注処理を行えるか否かを判定する。ま
ず、発注管理部１１８は、下流取引者ＩＤおよび商品ＩＤをキーとして取引設定情報記憶
部１４４にアクセスして、これらのキーで特定される中間取引者である取引者の取引者Ｉ
Ｄの上流取引者ＩＤ欄の設定を確認し、上流取引者ＩＤが設定されているか否かを判定す
る（ステップＳ１１４）。上流取引者ＩＤが設定されている場合（ステップＳ１１４のＹ
ＥＳ）、発注管理部１１８は、価格記憶部１４６にアクセスして、下流取引者ＩＤとして
中間取引者である取引者の取引者ＩＤ、取引者ＩＤとしてその上流取引者ＩＤ、および商
品ＩＤが設定されている情報の販売価格（単価）が設定されているか否かを判定する（ス
テップＳ１１６）。
【００５９】
　販売価格（単価）が設定されている場合（ステップＳ１１６のＹＥＳ）、発注管理部１
１８は、下流取引者ＩＤおよび商品ＩＤをキーとして取引設定情報記憶部１４４にアクセ
スして、これらのキーで特定される中間取引者である取引者の取引者ＩＤの自動発注許可
フラグ欄の設定を確認し、自動発注許可フラグがオンとなっているか否かを判定する（ス
テップＳ１１８）。自動発注許可フラグがオンとなっている場合（ステップＳ１１８のＹ
ＥＳ）、ユーザに確認することなく自動発注処理を行ってよいということなので、ステッ
プＳ１０６に進み、発注管理部１１８は、この取引管理情報の発注可能フラグをオンとす
る。なお、発注管理部１１８は、ステップＳ１１４でＹＥＳの場合に上流取引者ＩＤを取
得するとともに、ステップＳ１１６でＹＥＳの場合に販売価格（単価）を取得し、それら
を発注情報として取引管理情報生成部１２０に順次通知することができる。取引管理情報
生成部１２０は、発注管理部１１８から通知された発注情報を取引管理情報に追加して取
引管理情報記憶部１４８に記憶することができる。
【００６０】
　ステップＳ１０６の後、上流側への発注処理が必要でないと判定するまで（ステップＳ
１０８のＮＯ）、同様の処理を繰り返し、発注管理部１１８は、上流側において発注管理
モードで発注要と設定されている取引者間の取引者について同様の発注処理を行う。
【００６１】
　一方、ステップＳ１１４で上流取引者ＩＤが設定されていない場合（ステップＳ１１４
のＮＯ）、ステップＳ１１６で販売価格（単価）が設定されていない場合（ステップＳ１
１６のＮＯ）、またはステップＳ１１８で自動発注許可フラグがオンとなっていない場合
（ステップＳ１１８のＮＯ）、発注管理部１１８は、自動発注処理を行うことができない
ため、発注先の取引者（ここでは中間取引者）への問合せ処理を行う（ステップＳ１２０
）。この場合も、ステップＳ１１０において、取引ＩＤが発行されているため、発注管理
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部１１８は、中間取引者へ問合せをする際に取引ＩＤも提供することができる。これによ
り、後に中間取引者から発注情報の入力がある際に、取引管理情報の生成を容易にするこ
とができる。
【００６２】
　以上のように、各商品を販売する発注先の取引者がさらにその商品を発注する先の上流
側の取引者の情報および当該上流側の取引者による販売価格を取引設定情報記憶部１４４
および価格記憶部１４６に記憶させておくことにより、上流側への発注の取引管理情報が
自動的に生成される構成とすることができる。また、自動発注可否フラグを設定しておく
ことにより、自動発注処理も行うことができる。
【００６３】
　図９は、図８のステップＳ１２０の取引者への問合せを行った後に、発注管理部１１８
がユーザである中間取引者から、発注情報の入力を受け付ける場合の処理手順の一例を示
すフローチャートである。
【００６４】
　ここで、中間取引者であるユーザが取引管理システム１０にログインした状態で、取引
ＩＤの入力とともに、発注情報の入力指示があると（ステップＳ１２１のＹＥＳ）、発注
管理部１１８は、ユーザから上流取引者ＩＤの入力、販売価格（単価）の入力等を発注情
報として受け付ける（ステップＳ１２２のＹＥＳ、ステップＳ１２３のＹＥＳ）。発注管
理部１１８は受け付けた発注情報を取引管理情報生成部１２０に通知し、取引管理情報生
成部１２０に取引管理情報生成指示を行う（ステップＳ１２４）。また、ユーザから発注
の可否を受け付け、上流側への発注許可が得られれば（ステップＳ１２５のＹＥＳ）、そ
の取引管理情報の発注可能フラグをオンとする（ステップＳ１２６）。
【００６５】
　図１０は、下流取引者（ＩＤ「ａ」）と中間取引者（ＩＤ「ｂ」）とに関する第１の取
引管理情報１４８ａと中間取引者（ＩＤ「ｂ」）と上流取引者（ＩＤ「ｃ」）とに関する
第２の取引管理情報１４８ｂとを模式的に示す図である。ここでは、図５を参照して説明
したように、取引者ＩＤ「ａ」の取引者から取引者ＩＤ「ｂ」の取引者に商品の発注があ
り、取引者ＩＤ「ｂ」の取引者は仲介を行うのみで、取引者ＩＤ「ｂ」の取引者から取引
者ＩＤ「ｃ」の取引者への商品の発注が引き続き自動的に行われ、商品は取引者ＩＤ「ｃ
」の取引者から取引者ＩＤ「ａ」の取引者へ直送される場合を示す。
【００６６】
　ここで、取引者ＩＤ「ａ」と取引者ＩＤ「ｂ」との間の第１の取引管理情報１４８ａの
発注取引者ＩＤ欄、商品ＩＤ欄、発注数量欄、および単価欄の情報は、発注管理部１１８
が受け付けた発注情報から取得することができる。ここでは配送先取引者ＩＤは「ａ」と
なる。また、本実施の形態において、取引者ＩＤ「ｂ」と取引者ＩＤ「ｃ」との間の第２
の取引管理情報１４８ｂの商品ＩＤ欄、発注数量欄には、それぞれ第１の取引管理情報１
４８ａと同様の情報が入力される。また、第２の取引管理情報１４８ｂの発注取引者ＩＤ
欄には、第１の取引管理情報１４８ａの発注先取引者ＩＤ欄の情報が入力される。
【００６７】
　また、この例において、図５を参照して説明したように、取引者ＩＤ「ｂ」の取引者の
商品流通モードは「直送」となっている。そのため、発注管理部１１８は、その発注者の
下流側の取引管理情報で設定されている配送先取引者ＩＤ、すなわち「ａ」を配送先取引
者ＩＤとして設定する。
【００６８】
（発送・納入処理）
　次に、本実施の形態の取引管理システム１０における発送・納入処理手順を説明する。
　図２に戻り、納品管理部１２６は、発注先の取引者が発注された商品を発送したときに
、当該取引者から発送済情報の入力を受け付ける。具体的には、納品管理部１２６は、発
送済情報として、当該取引者から、取引ＩＤおよび当該取引者の取引者ＩＤ等を受け付け
る。納品管理部１２６は、取引ＩＤおよび取引者ＩＤに基づき、取引管理情報記憶部１４



(14) JP 6118959 B2 2017.4.26

10

20

30

40

50

８の該当する取引管理情報の発送済フラグ欄の発送済フラグをオンとする。
【００６９】
　また、納品管理部１２６は、取引ＩＤおよび取引者ＩＤとに基づき、該当する取引管理
情報を参照し、その取引管理情報の発送先取引者ＩＤと同じ発送先取引者ＩＤが発送先と
して指定された取引管理情報がさらに下流側に存在するか否かを判定する。下流側に同じ
発送先取引者ＩＤが発送先として指定された取引管理情報がある場合、納品管理部１２６
は、その取引管理情報の発送済フラグもオンとする。
【００７０】
　図１１は、納品管理部１２６が、取引管理情報記憶部１４８の発送済フラグをオンとす
る処理手順の一例を示すフローチャートである。
　たとえば商品を発送する上流取引者は、ユーザ端末４０等のユーザ端末から、ネットワ
ーク５０を介して取引管理システム１０に情報を入力することができる。納品管理部１２
６は、上流取引者の取引者ＩＤおよび取引ＩＤとともに、発送済であることを示す発送済
情報の入力を受け付ける（ステップＳ１３０のＹＥＳ）。納品管理部１２６は、取引管理
情報記憶部１４８にアクセスして、取引ＩＤと取引者ＩＤとに基づき、その上流取引者の
取引者ＩＤが発注先となっている取引管理情報の発送済フラグをオンとする（ステップＳ
１３２）。
【００７１】
　つづいて、納品管理部１２６は、同様に取引管理情報記憶部１４８にアクセスして、そ
の上流取引者の取引者ＩＤが発注先となっている取引管理情報の発送先取引者ＩＤが発注
取引者ＩＤと同じか否かを判定する（ステップＳ１３４）。ここで、発送先取引者ＩＤと
発注取引者ＩＤとが同じでない場合（ステップＳ１３４のＮＯ）、下流側の取引管理情報
に移動して、その取引管理情報の発送済フラグをオンとして（ステップＳ１３２）、同様
の処理を繰り返す。一方、ステップＳ１３４で、発送先取引者ＩＤと発注取引者ＩＤとが
同じ場合（ステップＳ１３４のＹＥＳ）、処理を終了する。
【００７２】
　たとえば、図１０を参照して説明した例では、取引者ＩＤ「ｂ」と取引者ＩＤ「ｃ」と
の間の第２の取引管理情報１４８ｂでは、発注取引者ＩＤは「ｂ」なのに対して発送先取
引者ＩＤは「ａ」となっており、これらは異なっている。そのため、納品管理部１２６は
、第２の取引管理情報１４８ｂの発送済フラグをオンとした後、下流側の第１の取引管理
情報１４８ａの発送済フラグもオンとする。ここで、取引者ＩＤ「ａ」と取引者ＩＤ「ｂ
」との間の第１の取引管理情報１４８ａでは、発注取引者ＩＤは「ａ」なのに対して発送
先取引者ＩＤも「ａ」となっており、これらは同じである。そのため、ここで発送済フラ
グをオンとする処理を終了する。このような処理により、商品が中間取引者に発送されず
、上流取引者から下流取引者へ直送されるような場合、上流取引者である取引者ＩＤ「ｃ
」の取引者が発送済情報を入力するだけで、中間取引者である取引者ＩＤ「ｂ」の取引者
が発送済情報等を入力することなく、第１の取引管理情報１４８ａの発送済フラグもオン
とする処理を行うことができる。
【００７３】
　この状態を図１２に示す。本実施の形態において、納品管理部１２６は、フラグをオン
とするための発送済フラグとして、商品が発送された先の取引者の取引者ＩＤを用いるこ
とができる。ここでは、取引者ＩＤ「ｃ」の取引者から下流側の取引者ＩＤ「ａ」の取引
者に商品が発送されるため、発送済フラグとして取引者ＩＤ「ａ」を取引管理情報記憶部
１４８に記憶する。
【００７４】
　また、納品管理部１２６は、発注者である取引者に商品が納入されたときに、当該取引
者から納入済情報の入力を受け付ける。具体的には、納品管理部１２６は、納入済情報と
して、当該取引者から、納入済の指示とともに取引ＩＤ、当該取引者の取引者ＩＤおよび
その商品を発送した取引者の取引者ＩＤ等を受け付ける。納品管理部１２６は、取引ＩＤ
および取引者ＩＤに基づき、取引管理情報記憶部１４８の該当する取引管理情報の納入済
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フラグ欄の納入済フラグをオンとする。
【００７５】
　また、納品管理部１２６は、取引ＩＤおよび取引者ＩＤとに基づき、該当する取引管理
情報を参照し、その取引管理情報の発送先取引者ＩＤと同じ発送先取引者ＩＤが発送先と
して指定された取引管理情報がさらに上流側に存在するか否かを判定する。上流側に同じ
発送先取引者ＩＤが発送先として指定された取引管理情報がある場合、納品管理部１２６
は、その取引管理情報の納入済フラグもオンとする。
【００７６】
　図１３は、納品管理部１２６が、取引管理情報記憶部１４８の納入済フラグをオンとす
る処理手順の一例を示すフローチャートである。
　たとえば商品が納入される下流取引者は、ユーザ端末４０等のユーザ端末から、ネット
ワーク５０を介して取引管理システム１０に情報を入力することができる。納品管理部１
２６は、下流取引者の取引者ＩＤおよび取引ＩＤとともに、納入済であることを示す納入
済情報の入力を受け付ける（ステップＳ１４０のＹＥＳ）。ここで、納入済情報は、その
商品を発送した取引者の取引者ＩＤも含むものとすることができる。納品管理部１２６は
、取引管理情報記憶部１４８にアクセスして、取引ＩＤと取引者ＩＤとに基づき、その下
流取引者ＩＤが発注者となっている取引管理情報の納入済フラグをオンとする（ステップ
Ｓ１４２）。
【００７７】
　つづいて、納品管理部１２６は、同様に取引管理情報記憶部１４８にアクセスして、そ
の下流取引者の取引者ＩＤが発注者となっている取引管理情報の発注先取引者ＩＤがその
商品を発送した取引者の取引者ＩＤと同じか否かを判定する（ステップＳ１４４）。ここ
で、発注先取引者ＩＤと発送した取引者の取引者ＩＤとが同じでない場合（ステップＳ１
４４のＮＯ）、上流側の取引管理情報に移動して、その取引管理情報の納入済フラグをオ
ンとして（ステップＳ１３２）、同様の処理を繰り返す。一方、ステップＳ１４４で、発
注先取引者ＩＤと発送した取引者の取引者ＩＤとが同じ場合（ステップＳ１４４のＹＥＳ
）、処理を終了する。
【００７８】
　たとえば、図１０を参照して説明した例では、商品が上流取引者である取引者ＩＤ「ｃ
」の取引者から発送された場合、取引者ＩＤ「ａ」と取引者ＩＤ「ｂ」との間の第１の取
引管理情報１４８ａでは、発注先取引者ＩＤは「ｂ」なのに対して商品を発送した取引者
の取引者ＩＤは「ｃ」で、これらは異なっている。そのため、納品管理部１２６は、第１
の取引管理情報１４８ａの納入済フラグをオンとした後、上流側の第２の取引管理情報１
４８ｂの納入済フラグもオンとする。ここで、取引者ＩＤ「ｂ」と取引者ＩＤ「ｃ」との
間の第２の取引管理情報１４８ｂでは、発注先取引者ＩＤは「ｃ」なのに対して商品を発
送した取引者の取引者ＩＤも「ｃ」で、これらは同じである。そのため、ここで納入済フ
ラグをオンとする処理を終了する。このような処理により、商品が中間取引者に発送され
ず、上流取引者から下流取引者へ直送されるような場合、下流取引者である取引者ＩＤ「
ａ」の取引者が納入済情報を入力するだけで、中間取引者である取引者ＩＤ「ｂ」の取引
者が納入済情報等を入力することなく、第２の取引管理情報１４８ｂの納入済フラグもオ
ンとする処理を行うことができる。
【００７９】
（伝票発行処理）
　次に、本実施の形態の取引管理システム１０における伝票発行処理手順を説明する。
　伝票発行処理部１２２は、商品の発注者から発注先への発注書（発注伝票）や、商品の
発注先から発注者への請求書（請求伝票）や納品書（納品伝票）を発行する。また、伝票
発行処理部１２２は、各取引者間での取引に基づき、商品を発注する側の下流取引者の仕
入元帳、商品の発注を受け付ける側の売上元帳をそれぞれ発行することができる。伝票情
報記憶部１５０は、発注書、納品書・請求書、仕入元帳、および売上元帳を発行するため
のフォーマット等の伝票を発行するために必要なデータを記憶することができる。
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【００８０】
　伝票発行処理部１２２は、伝票発行処理部１２２は、発注管理部１１８が受け付けた発
注の発注数量および発注先による販売価格に基づき、発注者から発注先への発注書を発行
する。本実施の形態において、価格記憶部１４６は、商品ＩＤおよび上流取引者ＩＤに対
応づけて上流取引者ＩＤで特定される上流取引者による商品の販売価格である第１の販売
価格を記憶するとともに、商品ＩＤおよび中間取引者ＩＤに対応づけて当該中間取引者に
よる商品の販売価格である第２の販売価格を記憶している。伝票発行処理部１２２は、発
注管理部１１８が受け付けた発注数量および第２の販売価格に基づき、下流取引者から中
間取引者への発注伝票を発行するとともに、発注管理部１１８が受け付けた発注数量およ
び第１の販売価格に基づき、中間取引者から上流取引者への発注伝票を発行する。伝票発
行処理部１２２は、発注管理部１１８が上流側への発注が必要と判定した場合に、発注管
理部１１８が受け付けた発注数量および上流側の取引者による第１の販売価格に基づき、
上流側の次の発注先への発注書も発行する。
【００８１】
　伝票発行処理部１２２は、発注書を発行するために用いた販売数量および販売価格に基
づき、下流側への請求書または納品書を発行する。本実施の形態において、同じ取引者間
での発注書と請求書または納品書とは、同じデータを用いて発行される。つまり、本実施
の形態において、伝票発行処理部１２２は、販売数量および販売価格を含むデータを用い
て、発注書用のフォーマットに基づき上流側の取引者に提供するための発注書を発行する
とともに、請求書または納品書用のフォーマットに基づき下流側の取引者に提供するため
の請求書または納品書を発行する。これにより、たとえば発注者がある発注先に発注を行
った際に、発注として入力されたデータに基づき発注書が発行された場合は、同じデータ
を用いてその発注先から発注者への請求書または納品書を発行することができる。
【００８２】
　同様に、本実施の形態において、同じ取引者間での仕入元帳と売上元帳とは、同じデー
タを用いて発行される。本実施の形態において、伝票発行処理部１２２は、発注伝票を発
行するために用いた情報を蓄積して形成された仕入元帳または売上元帳を生成することが
できる。具体的には、伝票発行処理部１２２は、所定期間における各取引者間での取引管
理情報を蓄積して記憶しておくことができる。伝票発行処理部１２２は、このような取引
管理情報の蓄積データを用いて、仕入元帳用のフォーマットに基づき、この取引者間での
取引に基づく商品を発注する側の下流取引者に提供するための仕入元帳を発行することが
できる。また、このような仕入元帳を発行した場合、伝票発行処理部１２２は、同じ蓄積
データを用いて、売上元帳用のフォーマットに基づき、この取引者間での取引に基づく商
品の発注を受け付ける側上流取引者に提供するための売上元帳を同時に発行することがで
きる。
【００８３】
　ここで、伝票を発行するとは、その伝票を、該当する取引者が閲覧可能となるようにす
ることである。伝票発行処理部１２２は、発注管理部１１８や納品管理部１２６によりい
ずれかの取引者の取引管理情報記憶部１４８の発注可能フラグ、発送済フラグ、または納
入済フラグがオンとされるのに基づき、発注書、請求書、納品書等の伝票を該当する取引
者が閲覧可能となるような処理を行う。
【００８４】
　図１４は、伝票発行処理部１２２の処理手順の一例を示すフローチャートである。
　発注管理部１１８は、取引管理情報記憶部１４８の取引管理情報の発注可能フラグをオ
ンとした場合、取引ＩＤ（枝番がある場合は枝番含む）の通知とともに、伝票発行処理部
１２２にその旨を通知する。また、納品管理部１２６は、取引管理情報記憶部１４８の取
引管理情報の発送済フラグまたは納入済フラグをオンとした場合、取引ＩＤ（枝番がある
場合は枝番含む）の通知とともに、伝票発行処理部１２２にその旨を通知する。
【００８５】
　発注管理部１１８または納品管理部１２６から、発注可能フラグ、発送済フラグまたは
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納入済フラグをオンとしたとの通知があると（ステップＳ１５０のＹＥＳ）、伝票発行処
理部１２２は、オンとされたフラグの種類に応じて処理を行う。
【００８６】
　伝票発行処理部１２２は、そのフラグが発注可能フラグか否かを判定し（ステップＳ１
５２）、発注可能フラグの場合（ステップＳ１５２のＹＥＳ）、その取引ＩＤで特定され
る取引管理情報に基づき発行された発注書を、発注先取引者ＩＤで特定される取引者が閲
覧可能となるように処理する（ステップＳ１５４）。閲覧可能とした場合、伝票発行処理
部１２２は、たとえば該当する取引者が自己のＩＤを入力してログインした場合に、その
取引者のログイン画面にその伝票が表示されるように制御することができる。
【００８７】
　本実施の形態において、図８のステップＳ１１８およびステップＳ１０６で説明したよ
うに、上流取引者への発注を自動で行う設定となっている場合は、取引管理情報が生成さ
れる際にその発注可能フラグもオンとなる。そのため、伝票発行処理部１２２は、発注管
理部１１８が下流取引者からの発注を受け付けてすぐに中間取引者および上流取引者にそ
れぞれ下流取引者および中間取引者からの発注書が閲覧可能となるようにすることができ
る。これにより、中間取引者である取引者ＩＤ「ｂ」の取引者が処理を行うことなく、上
流側の取引者ＩＤ「ｃ」が発注書を閲覧できるようにすることができる。
【００８８】
　ステップＳ１５４の後、伝票発行処理部１２２は、その取引ＩＤで特定される取引管理
情報の請求タイミングを参照し、商品発注時が請求タイミングとして設定されているか否
かを判定する（ステップＳ１７４）。ここで、商品発注時が請求タイミングとして設定さ
れている場合（ステップＳ１７４のＹＥＳ）、伝票発行処理部１２２は、その取引管理情
報の請求可能フラグをオンとする（ステップＳ１７６）。次いで、伝票発行処理部１２２
は、その取引ＩＤで特定される取引管理情報に基づき生成された請求書を発注取引者ＩＤ
で特定される取引者が閲覧可能となるように処理する（ステップＳ１７８）。
【００８９】
　ステップＳ１５２でフラグが発注可能フラグでない場合（ステップＳ１５２のＮＯ）、
伝票発行処理部１２２は、そのフラグが納入済フラグか否かを判定する（ステップＳ１５
８）。納入済フラグの場合（ステップＳ１５８のＹＥＳ）、伝票発行処理部１２２は、そ
の取引ＩＤで特定される取引管理情報の請求タイミングを参照し、商品納入時が請求タイ
ミングとして設定されているか否かを判定する（ステップＳ１６０）。ここで、商品納入
時が請求タイミングとして設定されている場合（ステップＳ１６０のＹＥＳ）、伝票発行
処理部１２２は、その取引管理情報の請求可能フラグをオンとする（ステップＳ１６４）
。次いで、伝票発行処理部１２２は、その取引ＩＤで特定される取引管理情報に基づき生
成した納品書および請求書を発注取引者ＩＤで特定される取引者が閲覧可能となるように
処理する（ステップＳ１６４）。このとき、伝票発行処理部１２２は、納品書と請求書と
を兼用で生成することができる。
【００９０】
　一方、ステップＳ１６０で、商品納入時が請求タイミングとして設定されていない場合
（ステップＳ１６０のＮＯ）、伝票発行処理部１２２は、その取引ＩＤで特定される取引
管理情報に基づき生成した納品書を発注取引者ＩＤで特定される取引者が閲覧可能となる
ように処理する（ステップＳ１６８）。
【００９１】
　次いで、伝票発行処理部１２２は、その取引ＩＤで特定される取引管理情報の発注タイ
ミングに基づき、請求タイミングとして、たとえば期末や月末等の締め請求が設定されて
いるか否かを判定する（ステップＳ１７０）。締め請求が設定されている場合（ステップ
Ｓ１７０のＹＥＳ）、伝票発行処理部１２２は、その取引ＩＤで特定される取引管理情報
を請求書の蓄積情報としてたとえば伝票情報記憶部１５０に蓄積する処理を行う（ステッ
プＳ１７２）。伝票発行処理部１２２は、伝票情報記憶部１５０に蓄積された請求書の蓄
積情報を、たとえば期末等にユーザから指示を受け付けることにより、または期末等のタ
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イミングを監視しておく等により、設定されたタイミングで該当する取引者に閲覧可能に
提供することができる。
【００９２】
　また、オンとされたフラグがステップＳ１５２で発注可能フラグでもなく（ステップＳ
１５２のＮＯ）、ステップＳ１５８で納入済フラグでもない場合（ステップＳ１５８のＮ
Ｏ）、そのフラグは発送済フラグということになる。この場合もステップＳ１７４に進み
、伝票発行処理部１２２は、その取引ＩＤで特定される取引管理情報の請求タイミングを
参照し、商品発送時が請求タイミングとして設定されているか否かを判定する（ステップ
Ｓ１７４）。ここで、商品発送時が請求タイミングとして設定されている場合（ステップ
Ｓ１７４のＹＥＳ）、伝票発行処理部１２２は、その取引管理情報の請求可能フラグをオ
ンとする（ステップＳ１７６）。次いで、伝票発行処理部１２２は、その取引ＩＤで特定
される取引管理情報に基づき生成された請求書を発注取引者ＩＤで特定される取引者が閲
覧可能となるように処理する（ステップＳ１７８）。
【００９３】
　以上のように、本実施の形態における伝票発行処理部１２２によれば、発注可能フラグ
、発送済フラグ、または納入済フラグのいずれかがオンとされると、取引設定情報記憶部
１４４に設定された請求形態、請求タイミングに応じて発注書、請求書、納品書等を該当
する取引者が閲覧可能となる。上述したように、納品管理部１２６は、たとえば、商品が
中間取引者に発送されず、上流取引者から下流取引者へ直送されるような場合、上流取引
者が発送済情報を入力するだけで、中間取引者が発送済情報等を入力することなく、中間
取引者と下流取引者との取引の取引管理情報の発送済フラグもオンとする処理を行う。ま
た、このような場合、納品管理部１２６は、下流取引者が納入済情報を入力するだけで、
中間取引者が納入済情報等を入力することなく、中間取引者と上流取引者との取引の取引
管理情報の納入済フラグもオンとする処理を行うことができる。そのため、このような場
合に、発送済フラグや納入済フラグがオンとされるのに引き続いて、伝票発行処理部１２
２が適切なタイミングで自動的に発注書、請求書、納品書を発行することができる。
【００９４】
　次に、伝票発行処理部１２２が生成する発注書および納品書の模式例を示す。図１５お
よび図１６は、発注書および納品書を模式的に示す図である。
　図１５（ａ）は、取引者ＩＤ「ａ」の「Ａ社」から取引者ＩＤ「ｂ」の「Ｂ社」に提供
される発注書を示す図である。図１５（ｂ）は、取引者ＩＤ「ｂ」の「Ｂ社」から取引者
ＩＤ「ａ」の「Ａ社」に提供される納品書を示す図である。ここで、破線で示した箇所以
外は、発注書と納品書に含まれる情報は同じである。
【００９５】
　同様に、図１６（ａ）は、取引者ＩＤ「ｂ」の「Ｂ社」から取引者ＩＤ「ｃ」の「Ｃ社
」に提供される発注書を示す図である。図１６（ｂ）は、取引者ＩＤ「ｃ」の「Ｃ社」か
ら取引者ＩＤ「ｂ」の「Ｂ社」に提供される納品書を示す図である。ここでも、破線で示
した箇所以外は、発注書と納品書に含まれる情報は同じである。
【００９６】
　以上のように、ある商品について、あるユーザがその商品を購入する先の上流取引者お
よびその上流取引者がその商品を販売する販売価格をシステムに登録しておくことにより
、いずれかの取引者（下流取引者）から発注があった場合に、発注された商品の発注数量
が変化しない場合は、その取引者から発注先の取引者（中間取引者）への発注書を生成す
るだけでなく、発注先の取引者からさらにその上流の取引者（上流取引者）への発注書も
自動的に生成することができる。また、各取引者間の上流側の取引者に提供した発注書に
用いたデータを各取引者間の下流側の取引者に提供する請求書または納品書のデータとし
て用いることができるので、請求書または納品書も簡易に提供することができる。
【００９７】
　次に、物流状態管理部１２８の処理を説明する。
　図２に戻り、物流状態管理部１２８は、取引管理情報記憶部１４８の取引管理情報にア
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クセスして、ある下流側の取引者に上流側の取引者からの商品が納入された後、その商品
がその下流側の取引者からさらに下流側に発送されたか否か等の情報を管理して所定の取
引者に提供する。これにより、上流側の取引者は、下流側の取引者の商品の出荷状態を把
握することができ、次回に下流側の取引者から商品の発注がある発注予測をたてることが
できる。
【００９８】
　たとえば、物流状況管理部１２８は、図１２を参照して説明した例で商品を発送した取
引者ＩＤ「ｃ」の取引者に、商品を発送した先の取引者ＩＤ「ａ」の取引者にさらに下流
側の取引者から商品の発注があったか否か、および発注があった場合の数量を提示するこ
とができる。
【００９９】
　図１７は、物流状況管理部１２８が下流側の取引者から出荷された商品の数量を提示す
る処理手順を示すフローチャートである。
　ユーザがログインして、上流側の取引で発送先取引者ＩＤ欄に記入された取引者ＩＤを
入力すると（ステップＳ１９０）、物流状況管理部１２８は、その発送先取引者ＩＤを発
注先取引者ＩＤとして含む取引管理情報があるか否かを判定する（ステップＳ１９２）。
その発送先取引者ＩＤを発注先取引者ＩＤとして含む取引管理情報がある場合（ステップ
Ｓ１９２のＹＥＳ）、物流状況管理部１２８は、その取引管理情報において、商品が発送
済か否かを判定する（ステップＳ１９４）。商品が発送済の場合（ステップＳ１９４のＹ
ＥＳ）、物流状況管理部１２８は、その発注数量を取得する（ステップＳ１９６）。ステ
ップＳ１９２に戻り、同様の処理を繰り返す。この後、物流状況管理部１２８は、取得し
た発注数量を取引者に提示する（ステップＳ１９８）。
【０１００】
　以上のように、上流側の取引者において、自己の商品の発注者である取引者からさらに
下流の取引者に発送された商品の数量を把握することにより、たとえばその下流側の取引
者の在庫数量が減っている場合等に、下流側の取引者からの発注がある可能性が高い等の
予測を立てることができる。これにより、上流側の取引者はさらに上流側への発注等を適
切なタイミングで行うこと等ができる。
【０１０１】
　なお、以上では、ステップＳ１９４で商品が発送済か否かを判定したが、発注受付済か
否かを判定するようにすることもできる。なお、物流状況管理部１２８は、取引者にこの
ような発送数量を提示する場合は、ユーザの取引者ＩＤに基づきユーザ認証を行い、その
ユーザが発注先として指定された取引の発注者に関する情報のみを提示可能とするように
することができる。
【０１０２】
　また、図１２に示したように、本実施の形態において、取引管理情報記憶部１４８は、
商品の発注に基づき、各取引毎に、当該商品の商品ＩＤと、商品の発注者の取引者ＩＤと
、当該商品を当該発注者に販売する発注先の取引者ＩＤと、当該発注先が当該商品を発送
する先の発送先の取引者ＩＤと、発注数量と、当該発送先への商品の発送状態とを記憶し
ている。商品の発送状態は、発注可能フラグ欄、発送済フラグ欄、納入済フラグ欄のフラ
グから把握することができる。
【０１０３】
　そのため、本実施の形態における取引管理システム１０において、取引管理情報記憶部
１４８の取引管理情報を参照することにより、たとえば発送済フラグ（または発注可能フ
ラグ）と発送数量とに基づき、どれだけの数量の商品がその取引者から下流の取引者に発
送されたのかを把握することができる。物流状況管理部１２８は、取引者ＩＤおよび商品
ＩＤの指定とともに、当該取引者ＩＤで指定される検索対象の取引者における商品の在庫
数量の問合せに対し、取引管理情報記憶部１４８にアクセスして、当該検索対象の取引者
が発注者および発送先として登録されている取引管理情報における発注数量から当該検索
対象の取引者が発注先として登録されている取引管理情報における発注数量を減じる処理
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を行うことにより、当該検索対象の取引者における商品の在庫数量を算出して提示する。
【０１０４】
　図１８は、図１２に示した第１の取引管理情報１４８ａおよび第２の取引管理情報１４
８ｂにおいて、下流取引者である取引ＩＤ「ａ」の取引者が、さらに下流側から商品の発
注を受け、新たな取引を行う場合の取引管理情報記憶部１４８のデータ構成の例を示す図
である。
【０１０５】
　ここで、取引者ＩＤは「ａ」の取引者がたとえば取引者ＩＤ「ｆ」の取引者から、商品
ＩＤ「ｐ０００１」のこの商品について、発注数量「２０」の発注を受けたとする。この
場合、取引管理情報生成部１２０は新たな取引ＩＤを付した第３の取引管理情報１４８ｃ
を生成し、新たな取引ＩＤ「ｔ０２０１」を付して取引管理情報記憶部１４８に記憶する
。
【０１０６】
　このような第３の取引管理情報１４８ｃが生成されている場合、物流状況管理部１２８
は、取引者ＩＤ「ａ」および商品ＩＤ「ｐ０００１」の指定の指定とともに、当該取引者
ＩＤで指定される検索対象の取引者における商品の在庫数量の問合せに対し、取引管理情
報記憶部１４８にアクセスして、当該検索対象の取引者が発注者および発送先として登録
されている第１の取引管理情報１４８ａにおける発注数量「１００」から当該検索対象の
取引者が発注先として登録されている第３の取引管理情報１４８ｃにおける発注数量「２
０」を減じる処理を行うことにより、当該検索対象の取引者ＩＤ「ａ」の取引者における
商品の在庫数量が「８０」であることを算出して、取引管理システム１０のユーザに提示
することができる。
【０１０７】
　図１９は、図１８に示した取引管理情報記憶部１４８の構成の他の例を示す図である。
　ここでは、取引管理情報生成部１２０は、取引の対象となる上流側の取引の取引ＩＤ「
ｔ０１０１」も、元の取引ＩＤとして、各取引管理情報に対応づけて取引管理情報記憶部
１４８に記憶することができる。このような構成とすることにより、物流状況管理部１２
８は、上流側の取引の取引ＩＤに基づき、下流側の取引における商品の発送状態等を把握
するような管理を行うことができる。物流状況管理部１２８は、商品を発送した先の取引
者ＩＤ「ａ」の取引者にさらに下流側の取引者から商品の発注があったか否か、および発
注があった場合の数量を提示することができる。
【０１０８】
　図２０は、物流状況管理部１２８が下流側の取引者から出荷された商品の数量を提示す
る処理手順を示すフローチャートである。
　ユーザがログインして、上流側の取引での取引ＩＤを入力すると（ステップＳ２００）
、物流状況管理部１２８は、その取引ＩＤを元の取引ＩＤとして含む取引管理情報がある
か否かを判定する（ステップＳ２０２）。その取引ＩＤを元の取引ＩＤとして含む取引管
理情報がある場合（ステップＳ２０２のＹＥＳ）、物流状況管理部１２８は、その取引管
理情報において、商品が発送済か否かを判定する（ステップＳ２０４）。商品が発送済の
場合（ステップＳ２０４のＹＥＳ）、物流状況管理部１２８は、その発注数量を取得する
（ステップＳ２０６）。ステップＳ２０２に戻り、同様の処理を繰り返す。この後、物流
状況管理部１２８は、取得した発注数量を取引者に提示する（ステップＳ２０８）。
【０１０９】
　図２１は、図１８や図１９に示した取引管理情報記憶部１４８の構成の他の例を示す図
である。
　ここでは、取引管理情報生成部１２０は、商品が取引者間で流通される度に、各商品Ｉ
Ｄに対応づけて、商品ＩＤ付加情報として、その商品が流通された取引者の取引者ＩＤを
取引管理情報記憶部１４８に記憶する構成とすることができる。
【０１１０】
　第１の取引管理情報１４８ａおよび第２の取引管理情報１４８ｂでは、商品ＩＤ付加情
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報として、「ｅ－ｄ－ｃ」が記憶されている。これは、取引者ＩＤ「ｃ」の取引者が保持
している商品ＩＤ「ｐ０００１」の商品は、取引者ＩＤ「ｅ」の取引者、取引者ＩＤ「ｄ
」の取引者、取引者ＩＤ「ｃ」の取引者の順に流通されたものであるということである。
ここで、この商品が、取引者ＩＤ「ｃ」の取引者から取引者ＩＤ「ａ」の取引者へ発送さ
れた後、取引管理情報には、取引者ＩＤ「ａ」が付され、第３の取引管理情報１４８ｃの
商品ＩＤ付加情報欄に示したように、商品ＩＤ付加情報として「ｅ－ｄ－ｃ－ａ」が記憶
される構成とすることができる。このような構成とすることにより、各取引管理情報を確
認することにより、どの取引者の間で流通されたかを簡易に把握することができる。また
、ここでは商品を流通した取引者の取引者ＩＤのみを付す例を示したが、商品ＩＤ付加情
報として、商品を製造する際に用いた原材料の取引者の取引者ＩＤも含む構成とすること
もできる。その際、現在の商品ではなく原材料を取り扱った取引者の取引者ＩＤは、区別
可能な符号等とともに付す構成とすることもできる。また、取引者が末端消費者である場
合は、そのことも把握可能なマーク等を付す構成とすることができる。これにより、自分
の商品はどういう人が購入しているか等の分析が可能になる。
【０１１１】
　さらに、取引管理情報記憶部１４８において、各取引管理情報のたとえば発送先取引者
ＩＤ欄の情報は、関連する他の取引管理情報の発注先取引者ＩＤ欄の情報が記憶された取
引管理情報記憶部１４８のアドレス情報を含む構成とすることもできる。このような構成
とすることにより、上流側の取引者の情報と、下流側の取引者の情報とをリンク付けるこ
とができるので、在庫数量を提示する際の検索処理時間を短縮することができる。
【０１１２】
　また、物流状況管理部１２８は、いずれかの取引者からの商品の発注に基づき、上流側
の取引者から下流側の取引者に商品が流通された場合に、商品を受け取った取引者の取引
者ＩＤを商品ＩＤ付加情報の末尾に追加して、当該取引者が受け取った商品の数量を在庫
数量として商品ＩＤおよび商品ＩＤ付加情報に対応付けて在庫情報記憶部１５２に記憶す
る。また、このとき、物流状況管理部１２８は、商品ＩＤと商品を発送した取引者の取引
者ＩＤが末尾に追加されている商品ＩＤ付加情報とに対応付けられている在庫数量から発
送された商品の数量を減じて在庫数量を更新する処理も行う。
【０１１３】
　この例を図２２に示す。図２２は、在庫情報記憶部１５２のデータ構成の一例を示す図
である。
　ここでは、物流状況管理部１２８は、いずれかの取引者に商品が納入され、納入済フラ
グがオンとされたタイミングでその取引者の取引者ＩＤを商品ＩＤ付加情報に追加して、
納入された商品の在庫数量を更新する処理を行うようにすることができる。まず、図２２
（ａ）に示した例では、商品ＩＤ「ｐ０００１」の商品につき、商品ＩＤ付加情報「ｅ－
ｄ」の在庫数量が１０００、商品ＩＤ付加情報「ｅ－ｄ－ｃ」の在庫数量が５００となっ
ている。ここで、取引者ＩＤ「ａ」の取引者から、取引者ＩＤ「ｃ」の取引者に発注数量
「１００」の発注があったとする。この後、取引者ＩＤ「ｃ」の取引者から取引者ＩＤ「
ａ」の取引者に商品が発送され、取引者ＩＤ「ａ」の取引者から、納入済の指示があり、
納入済フラグがオンとされるとする。この場合、物流状況管理部１２８は、商品ＩＤ付加
情報「ｅ－ｄ－ｃ」に「ａ」を付加した新たな商品ＩＤ付加情報「ｅ－ｄ－ｃ－ａ」に対
応付けて在庫数量「１００」を記憶するとともに、商品ＩＤ付加情報「ｅ－ｄ－ｃ」の在
庫数量を、更新前の在庫情報「５００」から「１００」を引いた「４００」に更新する。
これにより在庫情報記憶部１５２を参照することにより、商品ＩＤ付加情報の末尾に付さ
れた取引者ＩＤの取引者のところに現在ある商品の在庫数量を容易に把握することができ
る。
【０１１４】
　図２２（ｃ）は、さらに、取引者ＩＤ「ｆ」の取引者から、取引者ＩＤ「ａ」の取引者
に発注数量「２０」の発注があったとする。この後、取引者ＩＤ「ａ」の取引者から取引
者ＩＤ「ｆ」の取引者に商品が発送され、取引者ＩＤ「ｆ」の取引者から、納入済の指示
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があり、納入済フラグがオンとされるとする。この場合、物流状況管理部１２８は、商品
ＩＤ付加情報「ｅ－ｄ－ｃ－ａ」に「ｆ」を付加した新たな商品ＩＤ付加情報「ｅ－ｄ－
ｃ－ａ－ｆ」に対応付けて在庫数量「２０」を記憶するとともに、商品ＩＤ付加情報「ｅ
－ｄ－ｃ－ａ」の在庫数量を、更新前の在庫情報「１００」から「２０」を引いた「８０
」に更新する。
【０１１５】
　さらに、物流状況管理部１２８は、自己の取引者ＩＤで認証された取引者から、当該取
引者が下流側に発送した取引の物流状態の問合せを受け付け、その取引者に関連する商品
の物流状態を提供する処理を行うことができる。たとえば、取引者ＩＤ「ｅ」の取引者か
ら、当該取引者が下流側に発送した取引の物流状態の問合せを受け付けると、物流状況管
理部１２８は、在庫情報記憶部１５２にアクセスして、取引者ＩＤ「ｅ」が商品ＩＤ付加
情報に含まれる情報を抽出する。物流状況管理部１２８は、抽出した情報を当該取引者の
ユーザ端末に提供することができる。このとき、物流状況管理部１２８は、商品ＩＤ付加
情報をそのままユーザに提供するのではなく、対象の取引者の取引者ＩＤと隣接する取引
者ＩＤ以外の取引者ＩＤは、特定不明なマーク（たとえば「％」）に変換して当該取引者
に提供するようにすることができる。これにより、取引者を特定せずに、流通経路におけ
る在庫状況を把握することができる。取引者が特定されないので、上流取引者や下流取引
者は自らの在庫データを開示しやすくなり、全体の需要予測や納期予測等の精度を向上さ
せることができる。
【０１１６】
　図２３を参照して説明する。ここでは、取引者ＩＤ「ｅ」の取引者の取引者ＩＤと、こ
の取引者が直接商品の取引を行った取引者ＩＤ「ｄ」の取引者の取引者ＩＤ以外は、取引
者ＩＤそのものではなく、「％」というマークが表示されている。このような構成により
、取引者ＩＤ「ｅ」の取引者に、その取引者が直接取引を行っていない取引者の識別情報
である取引者ＩＤ自体は提供されないが、その取引者が直接やりとりをしていないたとえ
ば下流側の各段階の取引者のところにどの程度の商品の在庫があるか等を提示することが
できる。これにより、取引者の情報が他の取引者に知れ渡るのを防ぎつつ、各取引者が自
己が取り扱う商品がどの程度流通されているかを把握することにより、受注予測や発注予
定を立てる際の参考とすることができるようになる。また、ここでは示していないが、た
とえば末端消費者は、末端消費者であることが識別可能な符号とともに表示するようにす
ることもできる。
　ただし、ここで「％」というマークで示した個々の取引者自体の同意が得られた場合は
、それらの取引者の取引者ＩＤを取引者ＩＤ「ｅ」の取引者に提示するようにしてもよい
。
【０１１７】
　以上、図面を参照して本発明の実施形態について述べたが、これらは本発明の例示であ
り、上記以外の様々な構成を採用することもできる。
【０１１８】
　なお、以上の実施の形態においては、伝票発行処理部１２２が取引管理情報に基づき発
注書を発行した後に、請求書または納品書を発行する例を示したが、伝票発行処理部１２
２は、取引管理情報に基づき、請求書または納品書を単独で発行することもできる。つま
り、本実施の形態において、価格記憶部１４６に各取引者間における販売価格を記憶させ
ておくことにより、上流側から下流側への請求書が発行された場合に、納品書生成の手順
と同様にして、販売価格の情報に基づき、さらに下流側への請求書も自動的に発行するこ
とができる。
【０１１９】
　また、以上の実施の形態においては、下流取引者、中間取引者、および上流取引者のい
ずれもが取引管理システム１０に取引者としてユーザ登録された取引者である場合を例と
して示した。しかし、本実施の形態における取引管理システム１０は、上流取引者がこの
取引管理システムのユーザでない場合に適用することもできる。上流取引者がこのシステ
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ムのユーザである場合は、たとえば発注伝票を上流取引者がログインした状態で上流取引
者のユーザ端末のディスプレイに表示される形態で提供することができる。また、上流取
引者への商品の発注処理を電子的に自動で行うことができる。一方、上流取引者がこのシ
ステムのユーザでない場合も、発注伝票が自動的に生成されるので、それをファクシミリ
送付したり、メール添付したりして発注処理を簡易に行うことができる。
【０１２０】
　また、取引設定情報記憶部１４４は、対象の取引者（中間取引者に該当）の取引者ＩＤ
および商品ＩＤに対応付けて、当該取引者が保持する在庫数量を保持する構成とすること
もできる。この場合、発注管理部１１８は、下流側からの商品の発注があった場合に、そ
の発注数量に基づき、取引設定情報記憶部１４４の在庫数量から発注数量を減じる処理や
、販売可能数量を変更する処理も行うことができる。
【０１２１】
　なお、以上の実施の形態においては、たとえば図５に示したように、取引設定情報記憶
部１４４には、各取引者ＩＤに対応付けて、上流取引者ＩＤおよび下流取引者ＩＤを記憶
する構成を示した。しかし、すべての商品について各取引者ＩＤに、発注先である上流取
引者ＩＤおよび／または下流取引者ＩＤを登録しておく必要はない。上流取引者や下流取
引者を特定したくない商品については、特定しないことを示すたとえば「ａｌｌ」等のコ
ードを登録しておくこともできる。
【０１２２】
（第２の実施の形態）
　次に本発明の第２の実施の形態について説明する。本実施の形態は、第１の実施の形態
に対して、検収を上げる基準（検収基準）として発送時か納品時かを管理できるように取
引管理情報記憶部１４８の構成を図２４に示すように変更し、納品管理部１２６はこの検
収基準をもとに請求可能フラグをセットして、伝票発行処理部１２２がこの請求可能フラ
グに基づいて請求書等の出力処理を行うようにしたものである。
【０１２３】
　以下、第１の実施の形態との違いを中心に説明する。なお、発注管理部など本実施の形
態に記載していない事項は、第１の実施の形態と同様である。　
【０１２４】
（取引管理情報記憶部１４８のデータ構成）
　第１の実施の形態と同様、本実施の形態においても、取引管理システム１０は、商品受
取者（受取予定者を含む。）と商品発送者（発送予定者を含む。）を末端として、その間
に所定数の取引仲介業者を挿入したパターン（取引パターン）を設け、この取引パターン
を単位として、取引管理情報記憶部１４８を構成することにより、請求納品の管理と商品
の物流管理を行う。
【０１２５】
　図２４に、本実施の形態による取引管理情報記憶部１４８のデータ構成例を示す。この
例において取引パターン１は、商品受取者である下流取引者と商品発送者である上流取引
者の２者間の取引を行うときのパターンであり、取引パターン２は、発注の仲介を行う一
の中間取引者が介在したパターンである。仲介取引者の数によりパターンを設けるように
する。
【０１２６】
　図２１と図２４との主な違いは、図２１の請求タイミング，発送済フラグ，納入済フラ
グに替えて、それぞれ検収基準，発送日時，納入日時とし、運送日数欄を新たに設けたこ
とである。
【０１２７】
　なお、運送日数は、上流取引者から下流取引者へ商品を運送するときに掛かる日数であ
り、予め一定の初期値がセットされている。
【０１２８】
　次に、この取引管理情報記憶部１４８のデータを用いた納品管理部１２６の処理につい
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て図面を参照しながら説明する。なお、取引管理情報記憶部１４８は、上流取引者のユー
ザ端末から送られてくる取引ＩＤ，発送日時を含む発送完了通知によって起動する発送時
起動ルーチンと、定周期で起動する定周期起動ルーチンで構成されている。
【０１２９】
（納品管理部１２６の処理手順）
　図２５は、納品管理部１２６の発送時起動ルーチンの処理手順を示すフローチャートで
ある。納品管理部の発送時起動ルーチンは、上述したように上流取引者の発送完了通知を
受信することによって起動する。
【０１３０】
　このルーチンは、起動されると、まず、発送が完了した旨の通知である発送通知を取引
ＩＤと共に下流の取引者へメール送信する（Ｓ３００）。なお、下流の取引者とは、当該
取引ＩＤにおける上流取引者から見た下流の取引者の全てを含む趣旨であるが（上流の取
引者も同様）、ステップＳ３００の場合は、中間取引者が存在する場合はその取引者と下
流取引者（末端の取引者）の両方に通知しても良いし、下流取引者のみに通知をするよう
にしても良い。
【０１３１】
　そして、納品管理部１２６は、発送日時を取引管理情報記憶部１４８の発送日時欄に書
き込む（Ｓ３０１）。そして、納品管理部１２６は、当該取引ＩＤの取引パターンを判定
し（Ｓ３０２）、パターン２すなわち仲介取引者が存在する場合は、中間取引者の検収基
準（すなわち上流取引者と中間取引者との間の取引の検収基準）を読み込み（Ｓ３０３）
、読み込んだ検収基準が商品発送時の場合は（Ｓ３０４で「ＹＥＳ」）、請求可能フラグ
をセットし、読み込んだ検収基準が商品到着時（納品時）の場合は（Ｓ３０４で「ＮＯ」
）、請求可能待ちリスト（以下、単に「待ちリスト」という。）に取引ＩＤを登録する（
Ｓ３０６）。
【０１３２】
　次に下流取引業者の検収基準（すなわち、下流取引業者とその直近上位の取引業者との
間の取引の検収基準）を読み込み（Ｓ３０７）、上記のステップＳ３０４～Ｓ３０６と同
様の処理を実行する（Ｓ３０８～Ｓ３１０）。
【０１３３】
　一方、ステップＳ３０２の判定処理でパターン１の場合は、直ちにステップＳ３０７へ
移行し、以降の処理を実行する。なお、取引パターン数が３以上の場合は、中間取引者の
数に応じて、ステップＳ３０３～Ｓ３０６の処理を追加するようにすれば良い。
以上が納品管理部１２６の発送時起動ルーチンの処理手順である。
【０１３４】
　商品受取予定者である下流取引者は、商品を受け取るとユーザ端末を介して受取情報を
入力する。このとき、受け取った商品に問題がなければ、取引ＩＤと共に正常受取である
旨を取引管理システム１０へ送る。一方、受け取った商品に異常があれば、異常状態に対
応したエラーコードを取引管理システム１０へ送る。取引管理システム１０は、受信した
情報を、取引管理情報記憶部１４８の当該取引ＩＤの納入日時欄に格納する。商品の異常
としては、たとえば、数量不足や商品の品質不良などがある。
【０１３５】
　次に納品管理部１２６の定周期起動ルーチンの処理手順について、図２６に基づいて説
明する。納品管理部の定周期起動ルーチンは、周期的に起動されると、待ちリストに登録
されている最初の取引ＩＤを抽出する（Ｓ４００）。次に、取引管理情報記憶部１４８の
下流取引者欄の納入日時欄のデータを読み込み（Ｓ４０１）、納入日時欄に日時データが
保存されている場合は（Ｓ４０３で「ＹＥＳ」）、その取引ＩＤにおいて検収基準が商品
到着時になっている列の請求可能フラグをセットして（Ｓ４０４）、待ちリストから当該
取引ＩＤを削除する（Ｓ４０５）。一方、ステップＳ４０３において、エラーコードがセ
ットされている場合は（Ｓ４０６で「ＹＥＳ」）、発送先である上流取引者へ通知する（
Ｓ４０７）。ステップＳ４０６においてＮＯの場合、すなわち納入日時欄に日時もエラー
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コードもセットされていない場合は、現在日時と上流取引者の発送日時との差を計算し（
Ｓ４０９）、その差が運送日数＋α（予め定められたマージン）よりも大きい場合は（Ｓ
４１０で「ＹＥＳ」）、ステップＳ４０４へ移行する。以上の処理を待ちリストの全取引
ＩＤについて実行する（Ｓ４１１，Ｓ４１２）。なお、ステップＳ４０５の直後に当該商
品ＩＤにおける商品ＩＤ付加情報に当該下流取引者のＩＤを付加するステップを入れても
良い。また、納入日時から発送日時を差し引いて運送日数を計算し、その値を同じ取引者
間の運送日数として使用するようにしても良い。
【０１３６】
　図２７は、発注情報の流れと商品の流れの説明図である。たとえば取引ＩＤｔ０１０１
において、取引者ａ，ｂ，ｃの順に発注情報が流れ、取引者ｃ（上流取引者）が商品の発
送完了を、たとえば端末上に表示された発送ボタンを押すことによってシステム１０へ通
知する。また、商品は、取引者ｃから取引者ａへ送られる。商品の物流情報は、商品ＩＤ
付加情報として取引管理情報記憶部１４８に保存される。たとえば、図２４の例では、取
引者ｃから送られた商品は、取引者ｅ－ｄ－ｃの順に取引された商品であることを意味す
る。取引者ａは、取引者ｃから送られてきた商品について検収可能フラグがセットされた
ときに、取引管理システム１０によってその商品ＩＤ付加情報に取引者ａ（商品受取者）
の識別情報が付加され、商品ＩＤ付加情報は、ｅ－ｄ－ｃ－ａとなる。この付加のしかた
は、物流のトレーサビリティ情報となる。一方、同様のケースで、取引者ｃから送られて
きた商品について検収可能フラグがセットされたときに、上流取引者ｃから見て当該取引
ＩＤの下流の取引者（中間取引者を含む。）の識別情報を全て付加することも可能である
。この場合の商品ＩＤ付加情報は、ｅ－ｄ－ｃ－ｂ－ａとなる。これは納品のトレーサビ
リティ情報となる。納品の流れは、原則的に発注（発注を受ける側からすれば受注）の流
れの逆なので、発注のトレーサビリティ情報と捉えることも可能である。この物流のトレ
ーサビリティと納品（発注）のトレーサビリティを両方記憶しておけば、物流で問題にな
ったときに、どのような取引が行われたかを解明することができ取引の安心安全を実効あ
るものにすることができる。
【０１３７】
　このように、取引管理システム１０は、取引者ｃから送られてくる商品発送完了通知と
、取引者ａ（下流取引者）の入力データによって、検収の可否の判定や、商品の品質の管
理および、物流管理を集中的、効率的に実行する。
【０１３８】
　たとえば、図１５，図１６に示した発注書、納品書の出力は、取引管理情報記憶部１４
８に保存されている共通データから出力することができるが、その出力タイミングが問題
となる。本実施の形態による納品管理部１２６の処理によって、検収基準に合わせて請求
可能フラグをセットし、伝票発行処理部１２２によって請求形態に合わせて、適切に発行
処理を行うことができる。なお、共通データの利用、すなわち取引におけるいわゆる表裏
の関係は、発注書と納品書に限らず、たとえば、売上元帳と仕入元帳などにも適用するこ
とができる。但し、本発明の実施の形態の特徴は、上述したように適切なタイミングで、
下流取引者の入力の負担を省き、これらの伝票や会計データを作成することができること
である。
【０１３９】
　さらに、商品ＩＤが一致し、かつ上流取引者と下流取引者が一致するデータをリンクさ
せ、第１の実施の形態で説明した各取引者の在庫量を他の取引者へ開示することによって
、需要予測などを効率的に行うことができる。また、商品ＩＤ付加情報によって、検収と
物流の処理を連動させて、効率的かつ正確に物流管理を行うことができる。
【０１４０】
　たとえば、ある商品について、上流の各取引業者の在庫状況が見られることにより、発
注の要否や発注時の納期の予測が可能になる。一方、ある商品について、下流の各取引業
者の在庫状況が見られることにより、受注予測が可能になる。なお、このとき、在庫状況
（在庫量、在庫数の増減傾向等）が見られる／見られないの設定、業者の特定の可／不可
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の設定、どの程度まで上流あるいは下流の業者の在庫状況を見られるようにするかは設定
可能にしておくと良い。さらには、在庫量の見せ方（たとえば、多い，少ないなどの所謂
感覚的，アナログ的な見せ方や、増減傾向を比率で見せるなど）を設定できるようにして
も良い。
【０１４１】
　以上、本実施の形態によれば、検収基準によって、請求可能フラグの設定タイミングを
変更可能にしたので、第１の実施の形態の効果に加えて、適切なタイミングで効率的に検
収や伝票の発行を可能にすると共に、商品の品質管理や物流管理を効率的に行うことが可
能になる。
【０１４２】
　たとえば、取引パターン２において、インターネットショッピングなどのポータルサイ
トを運営する業者を中間取引者とし、そのサイトを利用して商品を購入する者を下流取引
者、そのサイトに対して商品情報を掲載する商品販売業者を上流取引者とし、下流取引者
と中間取引者との間は、検収基準を発送時とし、中間取引者と上流取引者を納品時基準に
することによって、エスクローとしての機能を容易に実現することができる。
【０１４３】
　また、商品納品時に下流取引者が商品の異常（数量不足や品質不良など）を発見したと
きに、その異常を登録することによって、中間取引者は、中間取引者と上流取引者との間
の検収前に上流取引者に注意し、再送などを促すことができるので、簡便なＤＢ構造によ
って商品の品質を担保することができる。
【０１４４】
　また、商品ＩＤと、商品のロット番号（あるいは取引ＩＤ）と、商品ＩＤ付加情報とを
連続的に繋げたバーコードやＱＲコード（登録商標、以下同様）等の識別コードを物流と
してのトレーサビリティ情報として商品に添付し、あるいは当該トレーサビリティ情報を
ＩＣチップに格納して商品に添付して取引を行うようにしても良い。そして、上流取引者
は、商品発送時にこのＱＲコード（物流としてのトレーサビリティ情報）をＱＲコードリ
ーダー等の読み取り手段で読み取って、取引管理システム１０へ送信する。取引管理情報
記憶部１４８では、取引ＩＤ、あるいは、商品ＩＤとロット番号（図示せず）と商品ＩＤ
付加情報とで取引を特定できるようにしておき、納品管理部１２６は、上流取引者から送
られてきた物流としてのトレーサビリティ情報から取引を特定して、図２５、図２６に記
載した処理手順で請求可能フラグのセット等の処理を行い、伝票発行処理部１２２によっ
て請求書等の発行処理を行う。これにより、商品発送後は、各取引者は、商品に付された
物流のトレーサビリティ情報を単に読み取ることによって、請求書等の取引に必要な書類
の発行を行うことができ大幅な省力化を図ることができる。また、商品に添付された物流
のトレーサビリティ情報を逐次更新していくことにより、その商品のみによってどのよう
に物流が行われたかを把握することが可能になる。
【０１４５】
　なお、本発明の取引管理システムは、分散型システムとして実現することができる。
たとえば、上流の取引が異なるサーバで実行されている場合は、取引管理情報記憶部１４
８の各データを当該サーバのデータフォーマットにデータ変換をして、データ連携を行う
ことによって、分散処理を実現することができる。
【０１４６】
　取引パターン１，２は、取引の実情に応じて適宜組み合わせて用いることができること
は既に述べたが、各パターンのデータ構造を適宜変更して使用することもできる。たとえ
ば、図２４の取引パターン２の例では、上流取引者（ｃ）は、中間取引者（ｂ）を介して
受けた注文に対して、上流取引者（ｃ）が当該注文に係る商品を下流取引者（ａ）へ直送
することとしたが、直送か否かを表すフラグ設定するカラムを設けて、上流取引者（ｃ）
は、当該フラグがセットされていれば下流取引者（ａ）に直送し、当該フラグがセットさ
れていない場合は、中間取引者（ｂ）へ送付する。このフラグを中間取引者（ｂ）がセッ
ト可能にすることによって、より効率の良い取引管理を実現することができる。
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【０１４７】
　尤も、上記のように、取引パターン２において、直送しないような場合は、下流取引者
（ａ）と中間取引者（ｂ）との間で取引パターン１のデータ構造を用い、さらに、中間取
引者（ｂ）と上流取引者（ｃ）との間で取引パターン１のデータ構造を用いて、それぞれ
取引を完結させるようにすることもできる。このとき、取引ＩＤは共通とし、枝番で下流
－中間の取引か、中間－上流の取引かを区別するようにしても良い。このようにパターン
１のデータ構造に枝番の欄を設けることによっても、中間取引者が複数の注文品を一括し
て発送するというような取引の管理を効率よく行うことができる。
【０１４８】
　上記の各実施の形態は、主に商品の取引を例に説明したが、役務の提供についても適用
可能なことは明らかである。例えば図１８，図１９，図２１，図２４においては、次の各
用語は括弧書きの用語の意味も含んでいる。商品（役務）、商品ＩＤ（役務ＩＤ）、発注
数量（工数）、発送（納品）、納入日時（検収日時）、運送日数(検収日数、または受入
試験日数)、商品発送時（納品時）、商品到着時（検収時）等である。
【０１４９】
　たとえば、下流取引者（ａ）から上流取引者（ｂ）に対して、プログラムの開発（役務
）を委託するような場合は、取引パターン１を用いて、発注数量（工数）と単価（工数単
価）によって定まる費用が記載された発注書（契約書も含まれる）が発行され、設定され
た検収基準によって、納品時あるいは検収時に上流取引者（ｂ）から下流取引者（ａ）に
対して請求書が発行される。このとき、工数と単価を別々に設定しても良いし、開発費用
全体として、いずれかのカラム（たとえば「発注数量」欄）に設定し、他のカラム（たと
えば「単価」欄）は、固定値（たとえば「１」）に設定しておくようにしても良い。また
、ネット業者等が委託サービスを仲介するような場合は、取引パターン２を用いて、効率
良く取引を管理することができる。
【符号の説明】
【０１５０】
１０　　取引管理システム
２４　　送受信部
２６　　中央演算処理部
２８　　データ記憶部
４０、４２、４４　　ユーザ端末
５０　　ネットワーク
１１２　　送受信処理部
１１４　　設定情報受付部
１１８　　発注管理部
１２０　　取引管理情報生成部
１２２　　伝票発行処理部
１２６　　納品管理部
１２８　　物流状況管理部
１４０　　商品情報記憶部
１４２　　取引者情報記憶部
１４４　　取引設定情報記憶部
１４６　　価格記憶部
１４８　　取引管理情報記憶部
１５０　　伝票情報記憶部
１５２　　在庫情報記憶部
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